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 埼玉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和７年６月27日 

埼玉県公安委員会委員長 原 敏 成 

埼玉県公安委員会規則第９号 

埼玉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 

埼玉県道路交通法施行細則（昭和41年埼玉県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条の２第１項の表(7)の項ウ中(ｶ)を(ｷ)とし、(ｳ)から(ｵ)までを(ｴ)から(ｶ)までとし、 

(ｲ)の次に次のように加える。 

   (ｳ) 保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）第２条に規定する保健師、同法第 

    ５条に規定する看護師及び同法第６条に規定する准看護師が医師の指示を受け、緊急 

    訪問を行うため使用中の車両又は同法第３条に規定する助産師が緊急訪問を行うため 

    使用中の車両 別記様式第１の６の標章 

 第２条の２第１項の表(7)の項オ中「平成６年12月１日付け児発第1033号「小児慢性特定疾

患児手帳交付事業の実施について」に基づく小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている者（

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の規定に基づき厚生労働大臣が定める慢性疾

患及び当該慢性疾患ごとに厚生労働大臣が定める平成17年２月10日付け厚生労働省告示第23号

「疾患の状態の程度」第８表中の色素性乾皮症に限る。）者」を「児童福祉法（昭和22年法律

第164号）第19条の３第３項に規定する医療費支給認定に係る同法第６条の２第２項に規定す

る小児慢性特定疾病児童等（児童福祉法第６条の２第１項の規定に基づき厚生労働大臣が定め

る小児慢性特定疾病及び同条第３項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣

が定める疾病の状態の程度（平成26年厚生労働省告示第475号）第14表中の色素性乾皮症に限

る。）」に改め、同条第２項中「次の表の左欄に掲げる車両に掲示する」を「前項に規定す 

る」に、「それぞれ中欄に掲げる」を「別記様式第１の12の」に改め、「右欄に掲げる」及び

同項の表を削り、同条中第４項を第６項とし、第３項を第５項とし、第２項の次に次の２項を

加える。 

３ 第１項に規定する標章の交付を受けた者は、当該標章を亡失し、若しくは滅失し、又は著

しく汚損し、若しくは破損したときは、別記様式第１の13の申請書により、当該標章の交付

を受けた警察署長を経由して、公安委員会に標章の再交付を申請することができる。 



４ 第１項に規定する標章の交付を受けた者は、当該標章の記載事項に変更が生じたときは、

速やかに別記様式第１の14の変更届に記載事項の変更を証する書面の写しを添えて、当該標

章の交付を受けた警察署長を経由して、公安委員会に提出し、当該標章の変更に係る事項の

記載を受けなければならない。 

 第２条の２に次の１項を加える。 

７ 第１項に規定する標章の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、警察

署長を経由して速やかに当該標章（第３号の場合にあっては、発見し、又は回復した標章）

を公安委員会に返納しなければならない。 

 (1) 標章の有効期限が経過したとき。 

 (2) 標章の交付を受けた理由がなくなったとき。 

 (3) 標章の再交付を受けた後において亡失した標章を発見し、又は回復したとき。 

 (4) 公安委員会から標章の返納を命ぜられたとき。 

 第６条第１項第３号イ中「よることが」の次に「およそ」を加え、同項第４号中「不可能」 

を「困難」に改め、同号ア中「で」を「、身体の障害その他の理由により移動が困難な者の輸 

送のために」に改め、同条第２項第４号イ中「よることが」の次に「およそ」を加え、同項第 

５号中「不可能」を「困難」に改め、同号ア中「で」を「、身体の障害その他の理由により移 

動が困難な者の輸送のために」に改め、同条第３項中「別記様式第８」を「別記様式第７の 

２」に改め、第８項中「前記第４項」を「第５項」に、「別記様式第８の申請書に駐車場所を 

明示する書類２通を添付し、申請するものとする。」を「速やかに別記様式第８の変更届に記 

載事項の変更を証する書面の写しを添えて、警察署長に提出しなければならない。」に改め、

同項を第10項とし、第７項を第８項とし、同項の次に次の１項を加える。 

９ 第５項の許可を受けた者は、当該駐車許可証を亡失し、若しくは滅失し、又は著しく汚損

し、若しくは破損したときは、別記様式第７の３の申請書により警察署長に駐車許可証の再

交付を申請することができる。 

 第６条第６項を第７項とし、第５項を第６項とし、第４項中「前記」を削除し、「別記様式

第８」を「別記様式第７の２」に改め、同項を第５項とし、第３項の次に次の１項を加える。 

４ 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、警察署長

が認めたときは、一部又は全部を省略することができる。 

 (1) 許可を受けようとする駐車の場所及びその周辺の見取図（建物又は施設の名称、道路状



況等が判別できるもので、許可を受けようとする駐車の場所に印を付したもの） 

 (2) 許可を受けようとする駐車に係る用務を疎明する書類 

 (3) 許可を受けようとする車両の自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載され 

  た書面 

 第６条に次の１項を加える。 

11 第５項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに当該駐車許

可証（第３号の場合にあっては、発見し、又は回復した駐車許可証）を廃棄しなければなら

ない。 

 (1) 駐車許可の期間が満了したとき。 

 (2) 駐車許可証の交付を受けた理由がなくなったとき。 

 (3) 駐車許可証の再交付を受けた後において亡失した駐車許可証を発見し、又は回復したと

き。 

 (4) 駐車許可を取り消されたとき。 

 別記様式第１の12を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第１の 12（第２条の２関係） 

除外標章交付申請書 

年   月   日 

 埼玉県公安委員会 殿 

住 所 （ 所 在 地 ）  

ふ り が な  

氏 名 （ 名 称 ）  

電 話 番 号 

そ の 他 の 連 絡 先 
 

標 章 の 名 称  

番 号 標 に 表 示 

さ れ て い る 番 号 
 

除 外 を 受 け よ う 

と す る 期 間 
 

除 外 を 受 け よ う 

と す る 区 間 
 

除 外 を 受 け よ う 

と す る 理 由 

□ 以下の公安委員会が定める業務に使用する 

 

 

 

 

 

 

 

□ 以下の公安委員会が定める障害を持つ者が乗車する 

 

 

 

 

 

 

 

備 考  

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 



 別記様式第１の13を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第１の 13（第２条の２関係） 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 

除外標章再交付申請書 

年   月   日 

 埼玉県公安委員会 殿 

住 所 （ 所 在 地 ）  

ふ り が な  

氏 名 （ 名 称 ）  

電 話 番 号 

そ の 他 の 連 絡 先 
 

標 章 の 名 称  

標 章 番 号  

標 章 交 付 年 月 日  

再交付申請の理由 

 

備 考 

 



 別記様式第１の14を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第１の 14（第２条の２関係） 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 

 

除外標章記載事項変更届 

年   月   日 

 埼玉県公安委員会 殿 

住 所 （ 所 在 地 ）  

ふ り が な  

氏 名 （ 名 称 ）  

電 話 番 号 

そ の 他 の 連 絡 先 
 

標 章 の 名 称  

標 章 番 号  

標 章 交 付 年 月 日  

変 更 の 内 容 

 

変 更 の 理 由 

 

備 考 

 



 別記様式第１の15を削除し、別記様式第７の次に次の２様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第第７の２（第６条関係） 

備考 １ 申請者は太枠内を記入すること。 

   ２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 

駐車許可申請書 

年   月   日 

     警察署長 殿 

 

住所（所在地）                 

  

申請者 氏名（名称）                  

 

電話                      

                     

番 号 標 に 表 示 

さ れ て い る 番 号 
 

許可を受けようと 

す る 日 時 期 間 
 

許可を受けようと 

す る 場 所 
 

許可を受けようと 

す る 理 由 
 

 

第    号 

 

駐 車 許 可 証 

 

条 件 
 

上記のとおり許可する。ただし、次の条件に従うこと。 

 

 

 

 

    月    日     

 

           警 察 署 長   印   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第７の３（第６条関係） 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 

 

駐車許可証再交付申請書 

年   月   日 

     警察署長 殿 

住 所 （ 所 在 地 ）  

氏 名 （ 名 称 ）  

電 話 番 号 

そ の 他 の 連 絡 先 
 

許 可 証 番 号 

 

許可証交付年月日 

 

再交付申請の理由 

 

備 考 

 



 別記様式第８を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第８（第６条関係） 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 

駐車許可証記載事項変更届 

年   月   日 

     警察署長 殿 

住 所 （ 所 在 地 ）  

氏 名 （ 名 称 ）  

電 話 番 号 

そ の 他 の 連 絡 先 
 

許 可 証 番 号 

 

許可証交付年月日 

 

変 更 の 内 容 

 

変 更 の 理 由 

 

備 考 

 



   附 則 

１ この規則は、令和７年７月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の埼玉県道路交通法施行細則第６条第４

項の規定により交付されている別記様式第８の駐車許可証は、当該許可証の有効期間が満了

するまでの間は、この規則による改正後の埼玉県道路交通法施行細則第６条第５項の規定に

より交付された別記様式第７の２の駐車許可証とみなす。 

３ この規則の施行の際、この規則による改正前の埼玉県道路交通法施行細則の様式による用

紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えなお使用することができる。 
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請求の受付件数及び処理件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実 施 機 関 

受 付 件 数 令 和 ６ 年 度 処 理 件 数 令和７年 

３月末現在

未処理件数 
令和６年度 

受 付 件 数 

前年度から

の繰越件数 
計 開示 部分開示 不開示 取下げ 計 

知 事 11,381 15,501 26,882 984 25,347 423 95 26,849 33 

教 育 委 員 会 376 0 376 228 93 22 30 373 3 

選 挙 管 理 

委 員 会 
636 2 638 89 521 28 0 638 0 

監 査 委 員 102 0 102 19 13 68 2 102 0 

人 事 委 員 会 1 0 1 0 0 0 1 1 0 

公 安 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

警 察 本 部 長 1,310 81 1,391 356 1,004 22 7 1,389 2 

労 働 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

収 用 委 員 会 2 0 2 0 1 0 0 1 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 注１ 当該年度における申出の件数は、１２件である。 

 注２ 「請求」とは埼玉県情報公開条例第７条に規定するものからの請求をいい、「申出」とは同条例第21条第１項に規定するものからの

申出をいう。 

 注３ 件数は、公文書の件数である。 

内 水 面 漁 場 

管 理 委 員 会 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

公 営 企 業 

管 理 者 
27 1 28 1 17 0 10 28 0 

下 水 道 事 業 

管 理 者 
20 1 21 4 9 2 6 21 0 

地 方

独 立 

行 政 

法 人 

県 立

大 学 
6 0 6 6 0 0 0 6 0 

県 立

病 院

機 構 

1 0 1 0 1 0 0 1 0 

合 計 13,862 15,586 29,448 1,687 27,006 565 151 29,409 39 
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１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び予定数量 

   埼玉県庁舎ほか72施設で使用する電気 予定使用電力量30,199,925キロワッ

ト時 

 ⑵ 調達案件の仕様等  

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 供給期間 

   令和７年12月の計量日（検針日）から令和８年12月の計量日（検針日）の前

日まで。ただし、令和８年度において、歳入歳出予算の当該契約の金額につい

て減額又は削除があった場合は、当該契約を変更又は解除できるものとする。 

 ⑷ 需要場所 

埼玉県庁舎ほか72施設 

 ⑸ 入札方法 

   本件入札は、「埼玉県電子入札共同システム」により行う。ただし、同シス

テムの利用者登録をしていない者については、紙媒体による入札書の郵送又は

持参による入札も認める。 

   また、入札金額については、各入札者において設定する契約電力に対する単

価（基本料金単価）及び予定使用電力量に対する単価（電力量料金単価）を根

拠とし、埼玉県が提示する契約電力及び予定使用電力量に基づき算出した供給

期間全体の総価を入力し、又は記載すること。 

   なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当

該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を

入札書に入力し、又は記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること。 

 ⑵ 物品の買入れ等に係る入札参加資格に関する告示（令和６年埼玉県告示第833

号）に基づき、業種区分「物品の販売」のＡ等級に格付けされ、営業品目が「大

分類：燃料類、小分類：電力」に登録された者であること。 

 ⑶ 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定による更生手続開始の申立

てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定によ



る再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法第

41条の規定による更生手続開始の決定又は民事再生法第33条の規定による再生

手続開始の決定を受けている者を除く。 

 ⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加 

  停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停止

措置を受けていない者であること。 

 ⑸ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を

受けていない者であること。 

 ⑹ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、国又は地方公共団体において

電力調達の契約に係る指名停止の措置を受けていない者であること。 

 ⑺ 電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条の２の規定による小売電気事業の

登録を受けている者であること。 

 ⑻ 入札説明書の様式２の別紙「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関

する取組の状況に関する条件」を満たす者であること。 

 ⑼ 契約の締結日に関わらず、令和２年４月１日から本件入札の公告日までの間

に、国、地方公共団体又は民間企業その他の団体との契約により、１年間に

10,000,000キロワット時以上を供給する電力調達を完了した実績を有する者で

あること。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場

所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問合せ先 

   〒330-9301  埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県総務部管

財課電気施設担当 中村 電話048-830-2613（直通） 電子メールa2580-04@ 

  pref.saitama.lg.jp 

 ⑵ 入札説明書及び仕様書の交付方法 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

    埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「入札情

報公開システム」からダウンロードすること。 

  イ 紙媒体による場合 

    上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

 ⑶ 入札書受付期間 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」を使用する場合 

    令和７年８月18日（月）午前９時から同月20日（水）午後５時まで 



  イ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合 

    令和７年８月18日（月）午前９時から同月20日（水）午後３時まで 

    なお、郵送する場合は、書留郵便によること。 

 ⑷ 開札の場所及び日時 

   埼玉県総務部管財課 令和７年８月21日（木）午前９時30分 

４ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 

    入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率（100分の５以上）を乗じ

た額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭和39年埼玉県規則

第18号。以下「財務規則」という。）第93条第２項の規定に該当する場合は、

免除する。 

  イ 契約保証金 

    契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（100分の10以上）を乗じた額

を納付するものとする。ただし、財務規則第81条第２項の規定に該当する場

合は、免除する。 

 ⑶ 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

次のいずれかの方法で令和７年８月５日（火）午後３時までに提出し、競争入

札参加資格の確認を得なければならない。また、入札事務の担当者から、提出

した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」により確認申請する。 

イ 紙媒体の書類を上記３⑴の提出場所に郵送し、又は持参する。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ 財務規則第97条又は埼玉県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規則（平成７年埼玉県規則第106号）第９条の規定に該当する入札書 

 ⑸ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑹ 落札者の決定方法 



   財務規則第94条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 ⑺ 手続における交渉の有無 

   無 

 ⑻ 競争入札参加資格の付与 

   上記２⑵に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望するものは、埼玉

県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「競争入札参加資

格申請受付システム」から登録申請を行い、受付票その他の登録に必要な書類

を令和７年７月７日（月）午後５時までに埼玉県総務部入札審査課審査担当（〒

330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 電話048-830-5775

（直通））へ送付すること。 

 ⑼ 支払条件 

   発注者埼玉県は、適法な代金請求書を受理した日から30日以内に当該代金を

受注者に支払うものとする。 

 ⑽ その他詳細は、入札説明書、仕様書及び電気需給契約書（案）による。 

５ Summary 

⑴  Nature of Services Required 

Provision of Power Supply to be Used at the Saitama Prefectural Government 

Office and 72 Other Facilities (Estimated Power Usage of 30,199,925 

Kilowatt-hours) 

⑵  Submission Period for Bids by Electronic Bidding System 

From 9:00 a.m. Monday, August 18 to 5:00 p.m. Wednesday, August 20, 2025 

⑶  Submission Period for Bids by Registered Mail or In Person 

From 9:00 a.m. Monday, August 18 to 3:00 p.m. Wednesday, August 20, 2025 

⑷  Contact Information 

Public Property Management Division 

Department of General Affairs 

Saitama Prefectural Government 

3-15-1 Takasago, Urawa-ku,  

Saitama-shi, Saitama-ken 330-9301 Japan 

Phone: 048-830-2613 
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１ 工事概要等 

 ⑴ 工事名 

  ロボット開発イノベーションセンター（仮称）建築工事 

 ⑵ 工事場所 

   埼玉県鶴ヶ島市大字太田ケ谷地内 

 ⑶ 工事期間 

   契約確定の日から令和９年８月31日（火）まで 

 ⑷ 設計金額 

   入札執行後に公表する。 

 ⑸ 工事概要 

  ア 目的 

    本工事は、ＳＡＩＴＡＭＡロボティクスセンター（仮称）内にロボット開

発に係る情報の収集及び発信並びに実証実験を目的としたロボット開発イノ

ベーションセンター（仮称）を新築するものである。 

  イ 構造及び規模 

   鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造を含む。） ２階建て及びＰＨ階  

   延べ面積5,709㎡ 

  ウ 建物概要 

   (ｱ) センター棟（事務スペース、ラボ29室、コワーキング２室、屋内フィー

ルド337㎡ほか） 

   (ｲ) 貸倉庫 

   (ｳ) 機械棟 

   (ｴ) 外構 

 ⑹ その他 

  ア 本工事は、埼玉県営繕工事における「週休２日制モデル工事」試行要領に

基づく「週休２日制モデル工事（現場閉所型）」の試行対象工事である。 

イ 本工事は、情報共有システム（公共事業において情報通信技術を活用し、

受発注者間の情報を電子的に交換・共有することによって業務効率化を実現

するシステム）を活用する工事である。 

ウ 本工事は、埼玉県都市整備部「建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）

活用モデル工事」試行要領に基づく「建設キャリアアップシステム（ＣＣＵ

Ｓ）活用モデル工事（発注者指定型）」の試行対象工事である。 

エ 本工事は、埼玉県営繕工事の建設現場における遠隔臨場に関する試行要領

に基づき、建設現場において、公共建築工事標準仕様書等に定める「監督職



 

員の立会い」、「監督職員と協議」、「監督職員の検査」及び「関連工事等

の調整」に遠隔臨場を適用する工事である。 

オ 本工事の契約は、立会人型電子契約（契約内容を記録した電磁的記録に対

し、発注者と受注者の指示に基づき、サービス提供事業者が電子署名及びタ

イムスタンプを付与する方法による契約をいう。以下「電子契約」という。）

による締結を予定する（受注者が電子契約に同意しない場合は、紙の契約書

により締結する。）。締結には、発注者が指定した電子契約事業者の立会人

型電子契約サービスを利用し、受注者には利用に係る費用負担が生じないも

のとする。なお、受注者は、契約締結に利用するメールアドレスを用意する

必要がある。 

カ 本工事は、発注者が応札者に入札見積明細書の提出を求める対象工事であ

る。入札見積明細書は、入札金額見積内訳書と併せて提出するものとする。 

  なお、見積りを求める資材等については、入札情報公開システムに掲載す

る入札見積明細書記載品目とする。 

キ 本工事は、【ロボット開発イノベーションセンター（仮称）建築工事】Ｅ

ＩＲ（発注者情報要件）に基づき、コンピュータ上に作成した主に３次元の

形状情報に加え、建物の属性情報を併せ持つ建物情報モデルを構築するシス

テム（ＢＩＭ）を活用する工事（受注者が希望する工事）である。 

２ 入札の執行及び落札者の決定方法 

  本件入札は、埼玉県建設工事請負等の特定調達契約に係る一般競争入札執行要

領（令和７年４月１日施行）により実施する。ただし、落札者は総合評価方式に

より決定する。総合評価方式の実施については、埼玉県総合評価方式活用ガイド

ラインVer.19（令和６年７月１日適用）、埼玉県建設工事低入札価格調査制度実

施要領（令和５年４月１日施行。以下「低入札価格調査制度実施要領」という。）

及び総合評価方式に係る入札説明書による。 

 ⑴ 方式 

簡易型（評価項目選択型）発注者採点方式 

 ⑵ 評価値の算出方法 

   除算方式 

３ 入札手続の方法等 

 ⑴ 入札手続の方法 

本件入札は、埼玉県公共工事等電子入札運用基準（令和６年４月１日施行）

に基づき、入札説明書の交付、資料の提出、届出及び入札を、原則として埼玉

県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）により行う。



 

国土交通省の電子入札コアシステムによる電子入札に参加した実績を有する者

は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 

なお、入札に関する情報は、令和７年６月27日（金）から同年８月21日（木）

までの間、埼玉県ホームページ（https://ebidjk2.ebid2.pref.saitama.lg.jp

/koukai/do/KF000ShowAction）に掲載する。  

 ⑵ 入札参加者の変更が生じた場合 

  入札参加者の以下の事項の変更により、利用者登録している電子証明書の内

容と異なる場合は、変更日（名義人、会社本店住所又は会社名の変更にあって

は、取締役会等で指定された日、名義人の改姓若しくは改名又は住民票記載住

所の変更にあっては、市区町村役場への届出日をいう。）以降は、その電子証

明書を使用しないこと。電子証明書の変更及び再取得が間に合わない場合は、

電子入札における紙入札の具体的方法（https://www.pref.saitama.lg.jp/a02

11/kitei.html）により、紙入札の手続を行うこと。 

 ア 埼玉県建設工事等競争入札参加資格申請時の申請事業所代表者又は法人代

表者の氏名（改姓及び改名の場合を含む。） 

 イ 名義人所属の会社本店住所（登記している場合に限る。） 

 ウ 名義人所属の会社名（登記している場合に限る。） 

 エ 名義人住民票記載住所（電子証明書に記載のある場合に限る。） 

４ 設計図書等 

  設計図面、仕様書及び参考数量等（以下「設計図書等」という。）は、電子入

札システムのうち、入札情報公開システムにより掲載する。 

５ 競争参加資格確認申請書の提出 

  入札参加を希望する者は、下記⑶の期間内に電子入札システムの競争参加資格

確認申請書に一般競争入札参加資格等確認申請書（単体企業（以下「単体」とい

う。）にあっては埼玉県建設工事請負一般競争入札執行要綱（令和６年10月１日

施行。以下「執行要綱」という。）様式第２号、特定建設工事共同企業体（以下

「特定企業体」という。）にあっては執行要綱様式第３号。以下「確認申請書」

という。）及び一般競争入札参加資格等確認資料（単体にあっては執行要綱様式

第４号、特定企業体にあっては執行要綱様式第５号。以下「確認資料」という。）

を添付して、電子入札システム（電子入札システムにより提出できない者にあっ

ては、郵便又は信書便）により提出すること。また、下記⑷の期間内にその他必

要な資料を電子メール、ファイル転送サービス、郵便又は信書便により提出し、

入札参加資格の確認を受けなければならない。 

  なお、提出受付期間を過ぎて電子入札システム又は郵便若しくは信書便により



 

提出された場合又は提出受付期間内にその他必要な資料が到着しなかった場合の

確認申請書及び確認資料は、無効とする。 

  確認申請書、確認資料その他必要な資料の提出先、提出受付期間及び提出部数

は、次のとおりとする。 

 ⑴ 電子メール、郵便又は信書便による提出先 

   〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県総務部入

札課大規模工事担当 電話048-830-2743（直通） 電子メールa2720-04@pref.

saitama.lg.jp 

 ⑵ ファイル転送サービスを利用する場合 

   資料の添付先を示したメールを送付するので、上記⑴の連絡先に電話により

その旨を伝えること。    

 ⑶ 確認申請書及び確認資料の提出受付期間 

   令和７年６月30日（月）午前９時から同年７月16日（水）午後５時まで 

 ⑷ その他必要な資料の提出受付期間 

   令和７年６月30日（月）午前９時から同年７月18日（金）午後５時まで 

 ⑸ 提出部数（紙によって提出する場合に限る。） 

   ２部（正本１部及び副本１部。副本は、正本を複写したもので可とする。） 

６ 入札参加資格の確認 

 ⑴ 入札参加資格の確認通知 

   入札参加資格の確認結果は、資格がある旨は電子入札システム（電子入札シ

ステムにより通知できない者にあっては、郵便又は信書便）により、資格がな

い旨は電子メール及び電話により、令和７年７月24日（木）にそれぞれその旨

を通知する。  

 ⑵ 入札参加資格の有無の再確認 

   入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、令和７年８月４日（月）午後３

時までに上記５⑴の提出先に郵便又は信書便により書面を提出し、入札参加資

格の有無の再確認を求めることができる。再確認の結果は、電子入札システム

（電子入札システムにより通知できない者にあっては、郵便又は信書便）によ

り通知する。 

７ 設計図書等に関する質問 

  設計図書等に関して質問がある場合は、下記⑵の期間内に、質問書を電子入札

システム、電子メール又は郵便若しくは信書便により提出すること。 

  なお、質問の題名、質問事項及び添付資料には、特定の企業名及び個人名を記

入しないこと。添付資料は、発注者が提供した様式を使用して作成すること。 



 

 ⑴ 電子メール又は郵便若しくは信書便による提出先 

   〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県総務部入

札課大規模工事担当 電話048-830-2743（直通） 電子メールa2720-04@pref.

saitama.lg.jp 

 ⑵ 質問受付期間 

   令和７年６月30日（月）午前９時から同年７月10日（木）午後３時まで（郵

便又は信書便の場合は、同月９日（水）必着のこと。提出期限後に到着した場

合には回答しない。） 

８ 質問に対する回答 

  質問に対する回答は、令和７年７月14日（月）午後４時までに電子入札システ

ムに掲示する。電子入札システムに掲示された内容を閲覧できない者には、電子

メール又は郵便若しくは信書便で回答するので、上記７⑴の連絡先に電話により

その旨を伝えること。   

  入札参加者は、質問の有無にかかわらず、電子入札システムに掲載する質問に

対する回答の全ての内容を必ず確認した上で入札に参加すること。 

  なお、質問に対する回答の全ての内容は、全ての入札参加者に適用する。また、

入札参加者から質問がない場合でも、「質問に対する回答」を利用して発注者か

ら入札参加者へお知らせを掲示することがある。 

９ 入札書の提出方法等 

  入札書の提出方法等は、次のとおりとする。 

  なお、変更する場合は、入札参加資格があると認められる者に別途通知する。 

 ⑴ 入札書の提出方法 

   入札書の提出期間に、有効な埼玉県競争入札参加資格者名簿（建設工事）の

代表者又は代理人の名前で電子入札システムで利用可能な電子証明書を取得し、

電子入札システムの利用者登録を完了した者が、当該名義の電子証明書を使用

して入札書を提出すること。ただし、埼玉県公共工事等電子入札運用基準９「紙

入札について」の承認を得たものは、この限りでない。 

 ⑵ 入札書の提出期間 

   令和７年８月18日（月）午前９時から同月20日（水）午後３時まで 

 ⑶ 郵便による入札 

   電子入札システムにより入札を行うことができない場合は、郵便により入札

書を受け付ける。提出先等は、次のとおりとする。 

  ア 提出先 

    〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県総務部



 

入札課大規模工事担当 

  イ 提出方法 

    一般書留郵便又は簡易書留郵便によること。 

  ウ 提出期間 

    上記⑵の期間に必着とする。 

 ⑷ 開札日時 

   令和７年８月21日（木）午前10時30分 

10 入札に参加できる者の形態 

⑴ 単体又は２者若しくは３者による特定企業体とする。 

⑵ 単体の場合にあっては、他の特定企業体の構成員となっていないこと。 

 ⑶ 特定企業体における運営形態及び代表者の選定については、埼玉県共同企業

体取扱要綱（令和７年４月１日施行。第10条第１項第１号及び第６号を除く。）

によること。ただし、以下の形態をとることはできない。 

  ア 本件入札において、複数の特定企業体の構成員となること。 

  イ 経常建設共同企業体が特定企業体の構成員となること。 

11 入札に参加する者に必要な資格 

  本件入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりとする。 

 ⑴ 建設業の許可 

   単体又は特定企業体における各構成員は、建設業法（昭和24年法律第100号）

第３条の規定による建築工事業に係る建設業の許可を受けている者であること。 

 ⑵ 工事成績 

   単体又は特定企業体における各構成員は、令和４年度及び令和５年度に完成

した埼玉県発注工事のうち、建築工事業の工事成績点数の平均が、いずれの年

度においても65点以上の者であること。ただし、受注実績がない等の理由によ

り工事成績点数のない者については、この限りでない。 

 ⑶ 経営事項審査における総合評定値 

   建築工事業について、開札日から１年７月前の日以降の日を審査基準日とす

る建設業法第27条の23第１項の規定による経営事項審査を受けていること。 

   単体又は特定企業体の代表構成員は、その総合評定値が1,000点以上であるこ

と。また、特定企業体の代表構成員以外の構成員（以下「その他構成員」とい

う。）は、その総合評定値が800点以上であること。ただし、経営事項審査の審

査基準日は、開札日の直近のもの（下記⑺ウただし書に該当する者にあっては、

手続開始決定日以降のもの）であること。 

   なお、官公需適格組合については、その総合評定値を令和７・８年度埼玉県



 

建設工事請負競争入札参加資格者格付要領第４のただし書に規定する特例によ

り算出した客観的事項の審査数値と読み替えることができるものとし、その算

出に当たっては、審査基準日が開札日の直近のものである経営事項審査におけ

る数値を用いるものとする。 

 ⑷ 施工実績 

  ア 単体又は特定企業体の代表構成員は、契約の締結日にかかわらず平成27年

４月１日から本件入札の公告日までの間に、１棟の建築物で延べ面積2,000㎡

以上の新築、改築又は増築の工事（増築にあっては、増築部分の延べ面積が

2,000㎡以上のものに限る。）に係る建築一式工事を元請として完成させた実

績を有すること。 

    なお、特定企業体による請負の施工実績については、代表構成員としての

実績に限る。 

  イ 特定企業体のその他構成員は、契約の締結日にかかわらず平成27年４月１

日から本件入札の公告日までの間に、建築一式工事（建築物の新築、改築、

増築工事）を元請として完成させた実績を有すること。 

    なお、特定企業体による請負の施工実績については、代表構成員及びその

他構成員の実績を認める。 

 ⑸ 配置予定の技術者 

  ア 単体又は特定企業体の構成員の配置予定の技術者は、経験を問わない。 

  イ 入札に参加しようとする者は、単体にあっては、建設業法第26条第１項又

は第２項に規定する資格を有する者を本工事の主任技術者又は監理技術者（以

下「監理技術者等」という。）として配置すること。特定企業体にあっては、

全ての構成員が、埼玉県共同企業体取扱要綱第10条第１項第５号に規定され

た資格を有する者を本工事の監理技術者等として配置すること。 

  ウ 低入札価格調査を経て契約する場合に配置する監理技術者等は、低入札価

格調査制度実施要領の規定に基づき、次のとおりとする。 

 (ｱ) 専任でなければならない。 

 (ｲ) 現場代理人との兼務を認めない。 

 (ｳ) 単体又は特定企業体の代表構成員は、監理技術者等とは別に同等の資格

を有する追加技術者（以下「追加技術者」という。）１名を専任で配置す

ること。 

 (ｴ) 追加技術者は、現場代理人との兼務を認めない。 

   (ｵ) 追加技術者は、当該者が在籍する入札参加者と上記５⑶に規定する確認

申請書の提出期限日の３月以前から恒常的な雇用関係にあること。また、



 

追加技術者は、営業所（建設業法第３条第１項に規定する営業所をいう。）

の専任技術者と兼務することはできない。   

  エ 専任の配置予定の監理技術者等は、当該者が在籍する入札参加者と上記５

⑶に規定する確認申請書の提出期限日の３月以前から恒常的な雇用関係にあ

ること。 

  オ 配置予定の技術者が特定できないときは、複数の候補者を確認資料に記載

すること。 

  カ 落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の技術者の専任制違反の事

実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。 

  キ 本工事は、埼玉県建設工事における技術者の専任に係る取扱い要領（令和

７年２月１日適用）の対象とする。 

  ク 本工事は、建設業法第26条第３項第１号又は第２号に該当する監理技術者

の配置は認めない。 

  ケ 本工事の配置予定の技術者が、他の工事に現場代理人、主任技術者又は監

理技術者として従事し、又は従事する予定で、本工事の予定工期と重複する

場合は、当該者を確認資料に記載することはできない。ただし、重複する期

間が、他の工事の完成検査終了後の後片付け期間と本工事の準備期間である

場合又は本工事の機器等の工場製作を含む工事において工場製作のみが行わ

れている期間若しくは他の工事が全面的に一時中止している期間で、確実に

本工事に配置することができる場合を除く。 

 ⑹ 現場代理人 

  ア 本工事は、「現場代理人及び現場責任者に関する常駐規定の緩和について」

による常駐を要する期間においては、常駐規定を緩和しない。 

  イ 常駐を要しない期間又は工事着手日については、契約締結後に協議して定

める。 

  ウ 低入札価格調査制度実施要領で定める低入札価格調査を経て契約する工事

は、「常駐を要しない期間」及び「常駐を要する期間」のいずれにおいても

常駐規定を緩和しない。 

 ⑺ その他の参加資格 

   単体又は特定企業体における各構成員は、次に掲げる要件を全て満たすこと。 

  ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない

者であること。 

  イ 埼玉県財務規則（昭和39年埼玉県規則第18号。以下「財務規則」という。）

第91条の規定に該当しない者であること。 



 

  ウ 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定による更生手続開始の申

立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定

による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更

生法第41条の規定による更生手続開始の決定又は民事再生法第33条の規定に

よる再生手続開始の決定を受けている者を除く。 

  エ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がある者（以下

「同族企業」という。）同士の同一入札への参加を制限する運用基準（令和

５年４月１日適用）により同族企業同士と判断される者が参加していないこ

と。 

  オ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参

加停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加

停止措置を受けていない者であること。 

  カ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、国（公共工事の入札及び契

約の適正化の促進に関する法律施行令（平成13年政令第34号）第１条に規定

する法人を含む。）、都道府県又は埼玉県内市町村から工事成績不良の事由

による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 

  キ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団

排除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措

置を受けていない者であること。 

  ク 経常建設共同企業体でないこと。 

  ケ 入札公告日において、健康保険法（大正11年法律第70号）に基づく健康保

険、厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）に基づく厚生年金及び雇用保険

法（昭和49年法律第116号）に基づく雇用保険に、事業主として加入している

者であること。ただし、上記保険の全部又は一部について法令で適用が除外

されている者は、この限りでない。 

  コ 設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連が

ある者の入札への参加を制限する運用基準（令和７年４月１日適用）に基づ

き、本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と関連がある者に該当

し、入札を禁止される者でないこと。 

  なお、本工事に係る設計業務等の受託者は、次のとおり。 

  商号又は名称 株式会社エーシーエ設計 

  所在地 長野県長野市柳原2360番地４ 

12 低入札価格調査制度実施要領第４条の規定による調査基準価格 

  設定する。調査基準価格未満の入札があった場合には、調査の上、当該入札を



 

行った者を落札者とするか否かを決定する。低価格入札者は、低入札価格調査に

協力しなければならないものとし、低入札価格調査に係る事前申出により辞退を

申し出たとき、低入札価格調査確認資料等に代わる申出書を提出したとき、低入

札価格調査に応じないとき、又は求められた資料を指定された期日までに提出し

ないときは、失格とする。また、低入札価格調査後に契約を締結した場合は、下

請負業者等との関係において適正な契約とその履行が行われているか追跡調査を

行うものとする。 

13 低入札価格調査制度実施要領第５条第１項の規定による失格基準価格 

  設定する。失格基準価格を下回る入札を行った者は、落札者としない。 

14 低入札価格調査制度実施要領第６条第１項の規定による数値的判断基準 

  設定する。数値的判断基準のいずれかを下回る入札を行った者は、落札者とし

ない。 

15 低入札価格調査制度実施要領第６条の２第１項の規定による工事成績判断基準 

  設定しない。 

16 入札保証金 

  本工事は入札ボンド制度を導入する工事であり、入札保証金の取扱いは次のと

おりとし、財務規則第93条第２項第３号及び第４号に掲げる履行実績による入札

保証金の免除は行わない。 

 ⑴ 入札に参加しようとする者は、入札金額の100分の110に相当する金額（１円

未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。）の100分の５以

上（１円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。）の入

札保証金を納付しなければならない。 

 ⑵ 納付方法 

   納付書兼領収書送付依頼書（以下「依頼書」という。）に必要事項を記入し、

次のとおり電子メールにより提出するとともに、電話で着信確認を行うこと。

また、依頼書に記載された依頼者の住所に着払いの宅配便により送付する納付

書兼領収書により納付すること。 

   なお、依頼書を持参した場合は、受理しない。 

  ア 提出先 

    〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県都市整

備部営繕課大規模施設担当 電話048-830-5649（直通） 電子メールa5610-

01@pref.saitama.lg.jp    

  イ 依頼書提出期間 

    令和７年６月30日（月）午前９時から同年７月22日（火）午後５時まで 



 

  ウ 納付期限 

    令和７年８月20日（水）正午まで 

 ⑶ 納付の確認 

   金融機関の出納済印を受けた納付書兼領収書の写しを次のとおり電子メール

により提出するとともに、電話で着信確認を行うこと。 

  ア 提出先 

    〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県総務部

入札課大規模工事担当 電話048-830-2743（直通） 電子メールa2720-04@p

ref.saitama.lg.jp 

  イ 提出期限 

    令和７年８月20日（水）午後３時まで 

 ⑷ 次のとおり上記⑴と同価値以上の有価証券等を担保として持参（下記ア(ｳ)に

あっては、郵便又は信書便）により提出することにより、入札保証金の納付に

代えることができる。 

   なお、その価値は、債権金額（下記ア(ｳ)にあっては、保証金額）と同額とす

る。 

  ア 対象となる有価証券等 

   (ｱ) 利付国債 

   (ｲ) 埼玉県債 

   (ｳ) 銀行等（出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和

29年法律第195号）第３条の金融機関をいう。以下同じ。）の保証 

  イ 提出先 

    利付国債及び埼玉県債については上記⑵アの提出先に、銀行等の保証につ

いては上記⑶アの提出先にそれぞれ提出すること。 

  ウ 提出期限 

    令和７年８月20日（水）午後３時まで 

 ⑸ 次のいずれかに該当する者は、入札保証金の納付を免除する。 

  ア 保険会社との間に埼玉県を被保険者とする上記⑴と同額以上の保険金の支

払を約した入札保証保険契約を締結し、その保険証券を郵便又は信書便によ

り上記⑶アの提出先に同イの期限までに提出した者 

  イ 銀行等又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和

27年法律第184号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）

との間に契約保証の予約を締結し、当該契約保証予約証書を郵便又は信書便

により上記⑶アの提出先に同イの期限までに提出した者 



 

⑹ 入札保証又は入札保証保険の期間は、入札書提出日から令和８年２月27日（金）  

 までの期間を含むこと。 

   なお、発注者の住所及び氏名を記載する必要がある場合は、以下のとおりと

すること。 

  ア 住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

  イ 氏名 埼玉県知事 大野 元裕 

 ⑺ 落札者以外の入札保証金は、入札の終了後に還付するので、入札保証金を納

付した者は、あらかじめ振込先及び口座番号等を記載した請求書を用意するこ

と。 

   なお、落札者がその責めに帰すべき理由により契約を締結しないときは、入

札保証金は、還付しない。また、落札者に係る当該入札保証金は、当該落札者

が納付すべき契約保証金に充当する。 

17 契約保証金 

⑴ 落札者は、契約金額の100分の10以上（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数を切り上げた金額）の契約保証金（入札保証金を納付したときは、

その差額）を納付しなければならない。ただし、低入札価格調査を経て契約す

る場合の契約保証金の額は、低入札価格調査制度実施要領第17条第５号の規定

により、契約金額の10分の３以上とする。 

 ⑵ 次に掲げる有価証券等を担保として提供することにより、契約保証金の納付

に代えることができる。 

   なお、その価値は、債権金額（下記ウにあっては、保証金額）と同額とする。 

  ア 利付国債 

  イ 埼玉県債 

  ウ 銀行等又は保証事業会社の保証 

 ⑶ 次のいずれかに該当する者は、契約保証金の納付を免除する。 

  ア 保険会社との間で埼玉県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した者 

  イ 保険会社、銀行、農林中央金庫その他埼玉県知事が指定する金融機関と埼

玉県を債権者とする工事履行保証契約を締結した者 

 ⑷ 契約保証金は、契約の履行後、契約者から請求書の提出を受けることにより、

還付する。ただし、契約者がその責めに帰すべき理由により契約上の義務を履

行しないときは、契約保証金は、還付しない。 

18 支払条件 

⑴ 前金払 

   する。その額は、会計年度ごとに各会計年度の出来高予定額の40パーセント



 

以内とし、１万円未満の端数は切り捨てる。ただし、低入札価格調査を経て契

約する場合のその額は、会計年度ごとに各会計年度の出来高予定額の20パーセ

ント以内とし、１万円未満の端数は切り捨てる。 

⑵ 中間前金払 

   する（中間前金払を選択した場合に限る。）。その額は、会計年度ごとに各

会計年度の出来高予定額の20パーセント以内とし、１万円未満の端数は切り捨

てる。 

 ⑶ 部分払 

   する（部分払を選択した場合に限る。）。 

 ⑷ 各会計年度の支払限度額 

   令和７年度 契約金額のおおむね２パーセント 

   令和８年度 契約金額のおおむね83パーセント 

   令和９年度 契約金額のおおむね15パーセント 

   表示した割合は、設計金額に対する割合であるため、契約時の割合は落札金 

  額により変動する。 

19 現場説明会 

  開催しない。 

20 契約の締結に係る留意事項 

本件入札は、入札の結果、落札者との契約の締結について、議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年埼玉県条例第15号）に

基づき、県議会の議決に付さなければならない契約となる場合には、落札者と仮

契約を取り交わし、県議会の議決後に本契約を締結する。 

なお、落札決定から本契約までの間に埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措

置要綱第３条の規定による入札参加停止措置を受けた者は、本契約を締結できな

い（契約辞退を申し出るものとする。）。 

21 入札に関する注意事項 

 ⑴ 入札の執行 

  ア 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、開札日時の時点にお

いて参加資格がない者は、入札に参加できない。 

  イ 入札に参加する者が１者であっても、入札を執行する。 

  ウ 入札執行時において入札に参加する者の立会いは求めない。 

 ⑵ 入札書に記載する金額 

   落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当該金額

の100分の10に相当する額を加算した額（当該金額に１円未満の端数があるとき



 

は、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に入力し、

又は記載すること。 

 ⑶ 提出書類 

  ア 発注者が様式を指定した入札金額見積内訳書（必要事項を記入したもの）、

入札見積明細書及び低入札価格調査に係る事前申出書（同一ファイルでシー

トが分かれている様式）を電子入札システムによる初度入札の入札書提出の

際に添付すること。 

    なお、電子入札システムにより提出できない者にあっては、入札書ととも

に提出すること。 

  イ 落札者が免税事業者の場合、落札決定後、免税事業者届出書を提出するこ

と。 

  ウ 落札者は、建設業法第20条の２第２項の規定に基づき、工期又は請負代金

の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定

から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況

の把握のため必要な情報と併せて、埼玉県建設工事請負等競争入札参加者心

得標準様式第18号により通知すること。 

 ⑷ 入札回数 

  ア 再度入札は、３回までとする。この場合は、電子入札システム（電子入札

システムにより案内できない者にあっては、郵便又は電話等）により案内す

る。ただし、各回の再度入札の状況により、それ以降の再度入札を執行しな

い場合がある。 

  イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

  ウ 再度入札に参加しない者は、それ以降の再度入札に参加することができな

い。 

  エ 再度入札は、開札日と同日に執行する場合がある。 

 ⑸ 入札の辞退 

   入札参加資格がある旨の通知を受けた後であっても、入札を辞退することが

できる。 

 ⑹ 関係法令の遵守  

   入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

22年法律第54号）等に違反する行為を行ってはならない。 

 ⑺ くじ  



 

  ア 評価値が最も高い者が２者以上いるときは、くじにより落札者を決定する。 

  イ くじは、電子入札システムの電子くじを使用する。 

  ウ 電子入札システムにより入札書を提出できない者は、電子くじに使用する

くじ入力番号として、任意の３桁の数字を入札書に記載すること。 

 ⑻ 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した入札に参加する資格のない者がした入札又は上記５のそ  

   の他必要な資料の提出後から落札決定までの間に入札に参加する資格を有し 

   なくなった者がした入札 

  イ 所定の入札保証金を納付しない者がした入札又は納付した入札保証金の額

が所定の率による額に達しない者がした入札 

  ウ 上記16⑷により入札保証金の納付に代えて提出した有価証券等の債権金額

が所定の率による額に達しない者がした入札 

  エ 上記16⑸により入札保証金の納付の免除を受けるために提出した入札保証

保険証券に記載された保険金額が所定の率による額に達しない者がした入札

又は契約保証予約証書に記載された契約希望金額若しくは保証限度額が所定

の率による額に達しない者がした入札 

  オ 電子証明書を不正に使用した者がした入札 

  カ 電報、電話又はファクシミリにより入札書を提出した者がした入札 

  キ 不備のある入札金額見積内訳書を提出した者がした入札 

  ク 同族企業が同一入札に参加した場合の同族企業同士が行った入札 

  ケ 談合その他不正行為があったと認められる入札 

  コ 虚偽の確認申請書を提出した者がした入札 

  サ 入札後に辞退を申し出て、その申出を受理された者がした入札 

  シ やむを得ず紙入札又は郵便入札とした場合で、次に掲げる入札をした者が

した入札 

   (ｱ) 記載すべき事項の記入のないもの又は記入した事項が明らかでないもの 

   (ｲ) 代理人で委任状を提出しない者がしたもの 

   (ｳ) 他人の代理を兼ねた者がしたもの 

   (ｴ) ２以上の入札書を提出した者がしたもの又は２以上の者の代理をした者

がしたもの 

   (ｵ) 入札書が指定の日時までに指定の場所に到着しなかったもの 

  ス その他この公告又は入札説明書に示す事項に反した者がした入札 

 ⑼ その他の注意事項 



 

  ア 一度提出した入札書の書換え、引替え又は撤回はすることができない。 

  イ 入札を公正に執行することができないと認められるときは、入札を執行し

ないことがある。 

22 その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 ⑵ 手続における交渉の有無 

   無 

 ⑶ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑷ 契約後の技術提案 

   工事請負契約締結後、請負人は、設計図書に定める工事の目的物の機能、性 

  能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等 

  に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。 

 ⑸ 埼玉県建設工事請負等の特定調達契約に係る一般競争入札参加者心得（令和

７年４月１日施行）を熟知の上、埼玉県公共工事等電子入札運用基準に基づき

入札に参加すること。 

 ⑹ 提出された確認申請書、確認資料その他必要な資料は、返却しない。 

 ⑺ 落札者は、確認資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置す

ること。 

 ⑻ その他詳細については、入札説明書に記載するところによる。 

23 問合せ先 

 ⑴ この公告に関する問合せ先 

  〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県総務部入

札課大規模工事担当 電話048-830-2743（直通） 電子メールa2720-04@pref.

saitama.lg.jp 

 ⑵ 総合評価方式に係る入札説明書に関する問合せ先 

  〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県都市整備

部営繕課大規模施設担当 電話048-830-5649（直通） 電子メールa5610-01@p

ref.saitama.lg.jp            

24 Summary 

 ⑴ Nature of Services Required: 

Construction of the New Robot Development Innovation Center (name to 

be confirmed)  



 

 ⑵ Submission Period for Application and Supporting Documents: 

From 9:00 a.m. Monday, June 30 until 5:00 p.m. Wednesday, July 16, 

2025 

 ⑶ Submission Period for Additional Required Documents: 

From 9:00 a.m. Monday, June 30 until 5:00 p.m. Friday, July 18, 2025 

 ⑷ Submission Period for Bids by Electronic Bidding System or Registered 

Mail: 

From 9:00 a.m. Monday, August 18 until 3:00 p.m. Wednesday, August 

20, 2025 

 ⑸ Time and Date of Bid Opening: 

10:30 a.m. Thursday, August 21, 2025 

 ⑹ Contact Information: 

Large-scale Construction Group 

Bidding Services Division, Department of General Affairs 

Saitama Prefectural Government 

3-15-1 Takasago, Urawa-ku, 

Saitama-shi, Saitama-ken 330-9301 Japan  

Phone:  048-830-2743 

Fax:  048-830-4915 
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薬
師
町
店
二
階 

所 
 

在 
 

地 

令
和
七
年
六
月

一
日 

令
和
七
年
五
月

一
日 

令
和
七
年
五
月

一
日 

令
和
七
年
五
月

一
日 

令
和
七
年
六
月

一
日 

令
和
七
年
六
月

一
日 

指

定

年

月

日 



 

グ
レ
ー
ス
デ
ン
タ
ル
ク

リ
ニ
ッ
ク
熊
谷 

マ
ッ
ク
デ
ン
タ
ル
ク
リ

ニ
ッ
ク 

春
日
部
み
ら
い
歯
科 

い
る
ま
の
森
デ
ン
タ
ル

ク
リ
ニ
ッ
ク 

新
座
駅
ロ
ッ
ク
ウ
ェ

ル
こ
ど
も
歯
科
・
矯
正

歯
科 

ま
ゆ
み
矯
正
こ
ど
も

歯
科 

医

療

法

人

寿

世

堂 

中
川
眼
科
・
エ
キ
ア
プ

レ
ミ
エ
和
光 

く
り
は
ら
形
成
外
科 

加
須
在
宅
ク
リ
ニ
ッ

ク に
し
と
こ
ろ
ざ
わ
ク
リ

ニ
ッ
ク 

た
つ
み
形
成
皮
ふ
科

ク
リ
ニ
ッ
ク 

蒲
地 

正
哉 

医
療
法
人
社
団
椋

里
会 

髙 

宜
輝 

土
田 

規
貴 

岩
井 

佑
樹 

医
療
法
人
社
団
エ

イ
ル 

医
療
法
人
寿
世
堂 

栗
原 

幸
司 

医
療
法
人
慈
勝
会 

医
療
法
人
社
団
昌

福
会 

医
療
法
人
社
団
浹

辰
会 

熊
谷
市
河
原
町
二―

三
三
松
島
第

一
ビ
ル
一
階 

春
日
部
市
大
場
一
三
一
五―

八 

春
日
部
市
粕
壁
東
一―

二
〇―

三

〇
コ
ー
プ
か
す
か
べ
テ
ラ
ス
二
〇
四 

入
間
市
河
原
町
一―

三
入
間
市
駅

前
ビ
ル
二
〇
四
号
室 

新
座
市
大
和
田
一―

一―

一
三
プ

レ
シ
ア
ン
ス
・
マ
キ
Ⅳ 

一―

Ａ 

八
潮
市
茜
町
一―

八―

四 
二
階 

和
光
市
本
町
四―

七
エ
キ
ア
プ
レ

ミ
エ
和
光
三
階 

春
日
部
市
粕
壁
東
一―

二
〇―

三

〇
コ
ー
プ
か
す
か
べ
テ
ラ
ス
二
階 

加
須
市
三
俣
二―

八―

一
二 

所
沢
市
西
所
沢
一―

九―

一
八
第

二
鹿
島
屋
ビ
ル
二
階 

秩
父
市
中
宮
地
町
四―

三
〇 

令
和
七
年
六
月

一
日 

令
和
七
年
五
月

一
日 

令
和
七
年
六
月

一
日 

令
和
七
年
六
月

一
日 

令
和
七
年
六
月

一
日 

令
和
七
年
五
月

一
日 

令
和
七
年
六
月

一
日 

令
和
七
年
六
月

一
日 

令
和
七
年
五
月

一
日 

令
和
七
年
五
月

一
日 

令
和
七
年
五
月

一
日 



 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
い
つ
き
本
庄 

ド
ッ
ト
ラ
イ
フ 

三

郷
駅
前
（
訪
問
看
護
・

リ
ハ
ビ
リ
） 

彩
の
き
た
も
と
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン 

ト
ー
タ
ル
志

木
朝
霞 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
Ｌ
ｉ
ｅ
ｎ 

み
や
こ
薬
局 

セ
キ
薬
局 

中
曽
根

店 か
く
の
木 

野
火
止

薬
局 

セ
キ
薬
局 

溝
沼
店 

日
生
薬
局 
春
日
部

店 ヤ
シ
の
木
薬
局 

株
式
会
社
ハ
ー
ト

ヴ
ィ
レ
ッ
ジ 

株
式
会
社
ド
ッ
ト

ラ
イ
ン 

合
同
会
社
Ｓ
Ａ
Ｉ 

株
式
会
社
Ｊ
ラ
イ

フ
サ
ポ
ー
ト 

合
同
会
社
Ａ
ｉ
ｌ

ｅ 有
限
会
社
仁 

株
式
会
社
セ
キ
薬

品 株
式
会
社
か
く
の

木 株
式
会
社
セ
キ
薬

品 ミ
ア
ヘ
ル
サ
株
式

会
社 

株
式
会
社
ケ
イ
ア

イ
エ
ー 

本

庄
市

小
島

南
三―

一―

二
九 

Ｃ
Ａ
Ｓ
Ａ
り
つ
り
ん
一
〇
二
号
室 

三
郷
市
三
郷
一―

一―

一
〇
徳
重

ビ
ル
三
〇
三 

北
本
市
本
宿
五―

八
二―

一
ダ
イ

ワ
ビ
ル
北
本
三―

Ａ 

志
木
市
柏
町
一―

一
二―

七
志
木

昭
和
ビ
ル
一
〇
一 

熊
谷
市
円
光
一―

一―

三
三
い
づ

み
マ
ン
シ
ョ
ン
四
〇
三 

吉
川
市
吉
川
団
地
一―
七―

一
〇

九 吉
川
市
美
南
四―

六―

一 

新
座
市
野
火
止
七―

五―

六
四 

朝
霞
市
溝
沼
三―

二―

三
一 

春
日
部
市
粕
壁
東
一―

二
〇―

三

〇
コ
ー
プ
か
す
か
べ
テ
ラ
ス
二
階 

富
士
見
市
鶴
馬
一―

三
〇―

一 

令
和
七
年
四
月

一
日 

令
和
七
年
五
月

一
日 

令
和
七
年
六
月

一
日 

令
和
七
年
六
月

一
日 

令
和
六
年
七
月

一
日 

令
和
七
年
六
月

一
日 

令
和
七
年
六
月

一
日 

令
和
七
年
六
月

一
日 

令
和
七
年
六
月

一
日 

令
和
七
年
六
月

一
日 

令
和
七
年
六
月

一
日 



二 

指
定
施
術
機
関 

 

川
﨑 

三
喜
男 

岩
井 

柾
讓 

荘 

達
朗 

上
野 

和
沙 

大
澤 

遼 

筒
木 

美
喜 

増
田 

淳 

塚
田 

和
希 

鳥
谷
部 

聖
弥 

氏 
 

名 

         
住 

所 

こ
こ
ろ
練
馬
鍼
灸

治
療
院 

訪
問
マ
ッ
サ
ー
ジ 

Ｇ
Ｅ
Ｎ
Ｋ
Ｉ 

Ｓ

Ｕ
Ｎ
太
田 

訪
問
鍼
灸
按
摩
ア

ッ
ト
ウ
ォ
ー
ミ
ー

川
口 

ま
ご
こ
ろ
治
療
院 

フ
レ
ア
ス
在
宅
マ

ッ
サ
ー
ジ 

和
光

施
術
所 

ア
ミ
ュ
ー
治
療
院 

オ
リ
ー
ヴ
マ
ッ
サ

ー
ジ
治
療
院 

か
さ
い
駅
西
口
整

骨
院 

鳥
谷
部
接
骨
院 

名 
 

称 

施 
 

術 
 

所 

東
京
都
練
馬
区
田
柄
五―

二
七

―

八―

Ｂ
一 

群
馬
県
太
田
市
鳥
山
下
町
六
四

六―

一
ク
レ
セ
ン
ト
ハ
ウ
ス
三
〇

三 川
口
市
石
神
一
五
七
三―

一
〇 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
領
家
五―

一

二―

一
八
ブ
ナ
サ
ワ
ビ
ル
二
〇
一

号 和
光
市
丸
山
台
一―

九―
二
二

志
幸
二
八
ピ
ア
ノ
二
〇
四
号 

東
京
都
昭
島
市
美
堀
町
四―

二

五―

八
有
賀
ビ
ル
一
Ｆ 

東
京
都
世
田
谷
区
新
町
三―

二

〇―
一―

一
Ｆ 

東
京
都
江
戸
川
区
東
葛
西
六―

二―

八
第
二
ユ
タ
カ
ビ
ル
二
階 

草
加
市
八
幡
町
一
五
三―

三 

所 

在 

地 

令

和

七
年
五
月

十
六
日 

令

和

七
年
五
月

十
五
日 

令

和

七
年
六
月

一
日 

令

和

七
年
六
月

一
日 

令

和

七
年
七
月

一
日 

令

和

七
年
五
月

八
日 

令

和

七
年
四
月

二
十
一
日 

令

和

七
年
五
月

一
日 

令

和

七
年
五
月

二
十
一
日 

指

定

年

月

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
二
十
五
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に

お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
又
は
指
定
施
術
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
医
療
機
関 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
Ｋ
Ｕ
Ｍ
Ｉ
ナ
ー
ス 

西
武
訪
問
看
護
事
業

所 訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
悠
友 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
Ｒ
Ａ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｓ
Ａ 

リ
プ
ラ
ス
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
上
尾 

医
療
生
協
ケ
ア
セ
ン

タ
ー
ひ
だ
ま
り 

北
戸
田
ナ
ノ
整
形
外

科
泌
尿
器
科
ク
リ
ニ

ッ
ク 

名

称 

所

在

地 

所

在

地 

所

在

地 

所

在

地 

所

在

地 

所

在

地 

名

称 

変

更

事

項 

入
間
市
宮
寺
四
一
〇
二―

三
八
の
内
武
蔵
シ
ョ
ッ
ピ

ン
グ
セ
ン
タ
ー
Ｄ―

一
八 

入
間
市
仏
子
九
五
四―

一

一 春
日
部
市
豊
町
五―

一
九

―

四
ボ
ヌ
ー
ル
Ⅱ
Ｆ
店
舗 

所
沢
市
小
手
指
町
一―

一

〇―

一
一
沖
田
ビ
ル
二
Ｆ 

上
尾
市
東
町
三―

一
九
七

九―

六
ヴ
ィ
ア
・
シ
テ
ラ
上

尾
水
上
公
園
Ⅱ
一
〇
二
号 

春
日
部
市
浜
川
戸
二―

一

三―

一
七
伏
見
屋
第
一
ビ

ル
一
階 

北
戸
田
ナ
ノ
整
形
外
科
ク

リ
ニ
ッ
ク 変

更

前 

入
間
市
狭
山
台
一―

一
〇

―

一
二 

入
間
市
野
田
三
〇
七
八―

二 春
日
部
市
一
ノ
割
下
沖
一

〇
八
六―

一 

所
沢
市
北
秋
津
七
三
九―

四
二
恵
郷
土
ビ
ル 

上
尾
市
本
町
六―
一
二―

一
九 

春
日
部
市
谷
原
二―

四―

一
二 
二
階 

北
戸
田
ナ
ノ
整
形
外
科
泌
尿

器
科
ク
リ
ニ
ッ
ク 

変

更

後 



 

ア
イ
ン
薬
局
坂
戸
小

沼
店 

ア
イ
ン
薬
局 

熊
谷

中
西
店 

ア
イ
ン
薬
局 

熊
谷

す
え
ひ
ろ
店 

ア
イ
ン
薬
局 

ゆ
め

み
野
店 

ア
イ
ン
薬
局
宮
代
店 

ア
イ
ン
薬
局
吉
見
店 

ア
イ
ン
薬
局 

小
川

町
店 

ア
イ
ン
薬
局
森
林
公

園
店 

ア
イ
ン
薬
局
毛
呂
本

郷
店 

か
わ
か
ど
薬
局 

ア
イ
ン
薬
局
毛
呂
中

央
店 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 



 

ア
イ
ン
薬
局 

八
潮

店 ア
イ
ン
薬
局
北
本
宮

内
店 

ア
イ
ン
薬
局
久
喜
駅

前
店 

ア
イ
ン
薬
局
久
喜
店 

ア
イ
ン
薬
局
久
喜
南

店 ア
イ
ン
薬
局
久
喜
本

町
店 

ア
イ
ン
薬
局
新
座
店 

ア
イ
ン
薬
局 

入
間

新
久
店 

ア
イ
ン
薬
局 

仏
子

店 ア
イ
ン
薬
局 

入
間

野
田
店 

ア
イ
ン
薬
局
旭
ヶ
丘

店 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 



 

上
柴
薬
局 

ア
イ
ン
薬
局
鴻
巣
店 

ア
イ
ン
薬
局
新
狭
山

店 ま
ん
ぼ
う
薬
局 

ア
イ
ン
薬
局
春
日
部

東
口
店 

ア
イ
ン
薬
局
春
日
部

店 ア
イ
ン
薬
局
春
日
部

西
口
店 

ア
イ
ン
薬
局
本
庄
店 

ア
イ
ン
薬
局
加
須
店 

ア
イ
ン
薬
局
飯
能
栄

町
店 

ア
イ
ン
薬
局 

ふ
じ

み
野
店 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 



 

レ
モ
ン
薬
局 

伊
奈

２
号
店 

レ
モ
ン
薬
局 

伊
奈

店 リ
リ
ィ
薬
局 

蓮
田

店 さ
く
ら
薬
局 

美
原

店 ア
イ
ン
薬
局 

東
所

沢
店 

ア
イ
ン
薬
局
金
山
店 

ア
イ
ン
薬
局
狭
山
ヶ

丘
店 

ア
イ
ン
薬
局
蓮
田
店 

ア
イ
ン
薬
局 

草
加

店 ア
イ
ン
薬
局 

上
尾

駅
前
店 

ア
イ
ン
薬
局 

上
尾

店 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

シ
ッ
プ
ヘ
ル
ス
ケ
ア
フ
ァ
ー

マ
シ
ー
東
日
本
株
式
会
社 

シ
ッ
プ
ヘ
ル
ス
ケ
ア
フ
ァ
ー

マ
シ
ー
東
日
本
株
式
会
社 

シ
ッ
プ
ヘ
ル
ス
ケ
ア
フ
ァ
ー

マ
シ
ー
東
日
本
株
式
会
社 

株
式
会
社
ト
ー
タ
ル
・
メ
デ

ィ
カ
ル
サ
ー
ビ
ス 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社
あ
さ
ひ
調
剤 

シ
ッ
プ
ヘ
ル
ス
ケ
ア
フ
ァ
ー

マ
シ
ー
株
式
会
社 

シ
ッ
プ
ヘ
ル
ス
ケ
ア
フ
ァ
ー

マ
シ
ー
株
式
会
社 

シ
ッ
プ
ヘ
ル
ス
ケ
ア
フ
ァ
ー

マ
シ
ー
株
式
会
社 

株
式
会
社
な
の
花
九
州 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ
ン
中
央 



  

二 

指
定
施
術
機
関 

 

リ
リ
ィ
薬
局 

伊
奈

店 

開
設
者
名
称 

シ
ッ
プ
ヘ
ル
ス
ケ
ア
フ
ァ
ー

マ
シ
ー
東
日
本
株
式
会
社 

シ
ッ
プ
ヘ
ル
ス
ケ
ア
フ
ァ
ー

マ
シ
ー
株
式
会
社 

藤
岡 

信
明 

石
塚 

文
香 

磯
貝 

恵
太 

氏

名 

施

術

所 

施

術

所 

施

術

所 

変

更

事

項 
所
在
地 

名

称 

所
在
地 

名

称 

名

称 
久
喜
市
久
喜
中
央
二―

四

―

二
六
コ
バ
ヤ
シ
ハ
ウ
ス

二
〇
三 

訪
問
鍼
灸
マ
ッ
サ
ー
ジ
Ｋ

Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
久
喜
ス
テ
ー

シ
ョ
ン 

戸
田
市
氷
川
町
三―

一―

一
二 

訪
問
鍼
灸
按
摩
ア
ッ
ト
ウ

ォ
ー
ミ
ー
戸
田 

磯
貝
訪
問
鍼
灸
マ
ッ
サ
ー

ジ 

変

更

前 

北
足
立
郡
伊
奈
町
中
央

五―

二
七
ロ
ー
ズ
ガ
ー

デ
ン
弐
番
館
一
〇
七 

訪
問
鍼
灸
マ
ッ
サ
ー
ジ

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
伊
奈
町

ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

川
口
市
石
神
一
五
七
三

―
一
〇 

訪
問
鍼
灸
按
摩
ア
ッ
ト

ウ
ォ
ー
ミ
ー
川
口 

ア
ー
ク
ケ
ア
鍼
灸
院 

変

更

後 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
二
十
六
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

指
定
医
療
機
関 

加
須
在
宅
ク
リ
ニ
ッ
ク 

た
つ
み
形
成
皮
ふ
科
ク

リ
ニ
ッ
ク 

に
し
と
こ
ろ
ざ
わ
ク
リ

ニ
ッ
ク 

お
ば
ら
内
科
腎
ク
リ
ニ

ッ
ク 

小
関
医
院 

朝
比
奈
医
院 

大
和
田
麻
酔
科
ク
リ
ニ

ッ
ク 

名 

称 

加
須
市
三
股
二―

八―

一
二 

秩
父
市
中
宮
地
町
四―

三
〇 

所
沢
市
西
所
沢
一―

九―

一
八
第
二
鹿
島
屋

ビ
ル
二
階 

富
士
見
市
鶴
馬
二―

一
七―

三
六 

八
潮
市
中
央
一―

二
六―

一
三 

久
喜
市
西
大
輪
一
九
二
四―

一
七 

熊
谷
市
平
戸
二
〇
〇
九
ド
リ
ー
ム
ハ
ウ
ス
一

〇
二
号 

所 
在 

地 

令
和
七
年
四
月
三
十

日 令
和
七
年
四
月
三
十

日 令
和
七
年
四
月
三
十

日 令
和
七
年
四
月
三
十

日 令
和
七
年
四
月
三
十

日 令
和
七
年
四
月
三
十

日 令
和
七
年
五
月
一
日 

廃
止
年
月
日 



 

薬
局 

わ
か
ば 

薬
局 

あ
か
は
ま 

有
限
会
社
三
上
薬
局 

医
療
法
人
幡
豆
会
新
田

歯
科 

ク
リ
ー
ン
歯
科
医
院 

マ
ッ
ク
デ
ン
タ
ル
ク
リ

ニ
ッ
ク 

ま
ゆ
み
矯
正
こ
ど
も
歯

科 エ
ン
ジ
ェ
ル
歯
科
ク
リ

ニ
ッ
ク 

熊
谷
市
銀
座
一
丁
目
一
五
二 

大
里
郡
寄
居
町
赤
浜
九
六
三―

一
一 

志
木
市
本
町
六―

一
一―

一
〇 

草
加
市
金
明
町
道
下
一
八
八―
一 

飯
能
市
栄
町
一
〇―

一―

一
〇
一 

春
日
部
市
大
場
宇
前
野
一
三
一
五―

八 
八
潮
市
茜
町
一―

八―

四―

一
Ｆ 

所
沢
市
元
町
二
八―

九
フ
ォ
ー
ラ
ス
タ
ワ
ー

所
沢
一
〇
六 

令
和
七
年
五
月
一
日 

令
和
七
年
五
月
一
日 

令
和
六
年
十
二
月
十

九
日 

令
和
七
年
四
月
三
十

日 令
和
七
年
四
月
三
十

日 令
和
七
年
四
月
三
十

日 令
和
七
年
四
月
三
十

日 令
和
七
年
四
月
三
十

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
二
十
七
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
辞
退
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

  

い
る
ま
の
森
デ
ン
タ
ル
ク

リ
ニ
ッ
ク 

新
座
駅
南
口
通
り
歯
科 

吉
良
歯
科
医
院 

名 
 

称 

入
間
市
河
原
町
一―

三
入
間
市
駅
前

ビ
ル
二
〇
四
号
室 

新
座
市
野
火
止
六―

四―

五
七 

入
間
市
仏
子
九
三
七―

一
二 

所 
 

在 
 

地 

令
和
七
年
七
月
二
日 

令
和
七
年
五
月
一
日 

令
和
七
年
六
月
三
十
日 

辞

退

年

月

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
二
十
八
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
休
止
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

  

肥
田
医
院 

名 
 

称 

草
加
市
谷
塚
町
一
一
九
三―
五 

所 
 

在 
 

地 

令
和
七
年
四
月
二
十
三
日 

休

止

年

月

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
二
十
九
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
再
開
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

  

肥
田
医
院 名 

 

称 

草
加
市
谷
塚
町
一
一
九
三―

五 

所 
 

在 
 

地 

令
和
七
年
五
月
七
日 

再

開

年

月

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
三
十
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住

帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
を
担
当
す
る
機
関
と
し 

て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 

松
本
歯
科
医
院 

名
称 

富
士
見
市
関
沢

二―

一
五―

四

〇 

所
在
地 

松
本 

賢
一 

開
設
者
名 

介
護
予
防
居
宅

療
養
管
理
指
導 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

令
和
七
年
五
月
一

日 

指
定
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
三
十
一
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

ア
イ
ン
薬
局 

上
尾

駅
前
店 

ア
イ
ン
薬
局 

上
尾

店 ア
イ
ン
薬
局
春
日
部

西
口
店 

レ
モ
ン
薬
局 

伊
奈

２
号
店 

レ
モ
ン
薬
局
伊
奈
店 

医
療
生
協
ケ
ア
セ
ン

タ―

ひ
だ
ま
り 

名
称 

事
業
者
名

称 事
業
者
名

称 事
業
者
名

称 事
業
者
名

称 事
業
者
名

称 事
業
所
所

在
地 

変
更
事
項 

株
式
会
社 

あ

さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社 

あ

さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社 

あ

さ
ひ
調
剤 

シ
ッ
プ
ヘ
ル
ス

ケ
ア
フ
ァ
ー
マ

シ
ー
東
日
本
株

式
会
社 

シ
ッ
プ
ヘ
ル
ス

ケ
ア
フ
ァ
ー
マ

シ
ー
東
日
本
株

式
会
社 

春
日
部
市
浜
川

戸
二―

一
三―

一
七 

伏
見
屋

第
一
ビ
ル
一
階 

 

変
更
前 

株
式
会
社
ア
イ

ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ

ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ

ン
中
央 

シ
ッ
プ
ヘ
ル
ス

ケ
ア
フ
ァ
ー
マ

シ
ー
株
式
会
社 

シ
ッ
プ
ヘ
ル
ス

ケ
ア
フ
ァ
ー
マ

シ
ー
株
式
会
社 

春
日
部
市
谷
原

二―

四―

一
二 

二
階 

 

変
更
後 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

訪
問
介
護 

訪
問
看
護 

介
護
予
防
訪
問
看
護 

居
宅
介
護
支
援 

サ―

ビ
ス
の
種
類 



 
 

 

ア
イ
ン
薬
局
本
庄
店 

ア
イ
ン
薬
局
飯
能
栄

町
店 

ア
イ
ン
薬
局
旭
ヶ
丘

店 ア
イ
ン
薬
局
鴻
巣
店 

ア
イ
ン
薬
局
坂
戸
小

沼
店 

ア
イ
ン
薬
局
新
座
店 

ア
イ
ン
薬
局
狭
山
ヶ

丘
店 

ア
イ
ン
薬
局
金
山
店 

ア
イ
ン
薬
局 

新
狭

山
店 

ま
ん
ぼ
う
薬
局 

名
称 

事
業
者
名

称 事
業
者
名

称 事
業
者
名

称 事
業
者
名

称 事
業
者
名

称 事
業
者
名

称 事
業
者
名

称 事
業
者
名

称 事
業
者
名

称 事
業
者
名

称 変
更
事
項 

株
式
会
社 

あ

さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社 

あ

さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社 

あ

さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社 

あ

さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社 

あ

さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社 

あ

さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社 

あ

さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社 

あ

さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社 

あ

さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社 

あ

さ
ひ
調
剤 

 

変
更
前 

株
式
会
社
ア
イ

ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ

ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ

ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ

ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ

ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ

ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ

ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ

ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ

ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ

ン
中
央 

 

変
更
後 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

サ―

ビ
ス
の
種
類 



 
 

ア
イ
ン
薬
局 

八
潮

店 ア
イ
ン
薬
局
久
喜
店 

ア
イ
ン
薬
局
久
喜
駅

前
店 

ア
イ
ン
薬
局
久
喜
本

町
店 

ア
イ
ン
薬
局
久
喜
南

店 ア
イ
ン
薬
局 

熊
谷

す
え
ひ
ろ
店 

ア
イ
ン
薬
局 

熊
谷

中
西
店 

ア
イ
ン
薬
局
毛
呂
中

央
店 

ア
イ
ン
薬
局 

小
川

町
店 

ア
イ
ン
薬
局
宮
代
店 

名
称 

事
業
者
名

称 事
業
者
名

称 事
業
者
名

称 事
業
者
名

称 事
業
者
名

称 事
業
者
名

称 事
業
者
名

称 事
業
者
名

称 事
業
者
名

称 事
業
者
名

称 変
更
事
項 

株
式
会
社 

あ

さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社 

あ

さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社 

あ

さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社 

あ

さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社 

あ

さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社 

あ

さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社 

あ

さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社 

あ

さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社 

あ

さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社 

あ

さ
ひ
調
剤 

 

変
更
前 

株
式
会
社
ア
イ

ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ

ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ

ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ

ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ

ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ

ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ

ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ

ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ

ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ

ン
中
央 

 

変
更
後 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

サ―

ビ
ス
の
種
類 



  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ア
イ
ン
薬
局 

仏
子

店 ア
イ
ン
薬
局 

入
間

野
田
店 

ア
イ
ン
薬
局 

入
間

新
久
店 

ア
イ
ン
薬
局 

ふ
じ
み

野
店 

上
柴
薬
局 名

称 

事
業
者
名

称 事
業
者
名

称 事
業
者
名

称 事
業
者
名

称 事
業
者
名

称 変
更
事
項 

株
式
会
社 

あ

さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社 

あ

さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社 

あ

さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社 

あ

さ
ひ
調
剤 

株
式
会
社 

あ

さ
ひ
調
剤 

 

変
更
前 

株
式
会
社
ア
イ

ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ

ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ

ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ

ン
中
央 

株
式
会
社
ア
イ

ン
中
央 

 

変
更
後 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

サ―

ビ
ス
の
種
類 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
三
十
二
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

          

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ

ー
和
光 

名
称 

和
光
市
南
一―

二

九―

四
〇 

所
在
地 

介
護
予
防
福
祉
用
具

貸
与 

福
祉
用
具
貸
与 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

令
和
七
年
六
月
一
日 

 

廃
止
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
三
十
三
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
辞
退
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 

吉
良
歯
科
医
院 

名
称 

入
間
市
仏
子
九
三
七

―

一
二 所

在
地 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

令
和
七
年
六
月
三
十

日 

辞
退
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
三
十
四
号 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
金
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

委
託
し
た
公
金
事
務
、
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
等
及
び
委
託
期
間 

            

二 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
指
定
を
し
た
日 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

三 

委
託
を
し
た
日 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

   

埼
玉
県
手
数
料
条
例

（
平
成
十
二
年
埼
玉

県
条
例
第
九
号
）
別
表

福
祉
部
の
項
第
三
号
、

第
四
号
及
び
第
五
号

に
規
定
す
る
手
数
料 

公

金

事

務 

東
京
都
千
代
田
区
麹
町
一
丁
目
六
番
地
二 

社
会
福
祉
法
人
日
本
保
育
協
会 

理
事
長 

吉
田 

学 

指

定

公

金

事

務

取

扱

者

の

名

称

、 

住

所

又

は

事

務

所

の

所

在

地 

令

和

七

年

四

月

一
日
か
ら
令
和
八

年

三

月

三

十

一

日
ま
で 

委

託

期

間 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
三
十
五
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、

備
前
堀
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ

い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

就
任 

 

職
名 

氏 
 

 

名 
 

 
住 

 
 

 

所 

 

理
事 

小 

坂 
 

 

裕 

埼
玉
県
加
須
市
牛
重
千
百
九
十
一
番
地
一 

 

同 
 

関 

口 

修 

一 

同 
 

同 
 

下
崎
千
二
百
七
十
六
番
地 

 

同 
 

内 

藤 

好 

信 

同 
 

同 
 

上
崎
二
千
七
百
三
十
番
地
一 

 

同 
 

竹 

内 

信 

雄 

同 
 

同 
 

日
出
安
三
四
二
番
地
一 

 

同 
 

坂 

本 

君 

夫 

同 
 

同 
 

内
田
ケ
谷
五
百
二
十
九
番
地 

 

同 
 

折 

原 
 

 

登 

同 
 

同 
 

鴻
茎
六
百
五
十
四
番
地 

 

同 
 

矢 

島 

恒 

男 

同 
 

同 
 

戸
室
千
百
九
十
番
地 

 

同 
 

大 

井 

好 

夫 

同 
 

同 
 

油
井
ケ
島
千
四
百
三
十
八
番
地 

 

同 
 

大 

熊 

富 

男 

同 
 

同 
 

割
目
一
七
三
番
地 

 

同 
 

野 

口 
 

 

昭 

同 
 

久
喜
市
下
清
久
三
百
二
十
九
番
地 

 

同 
 

𣘺 

本 
 

 

勤 

同 
 

同 
 

六
万
部
千
百
番
地 

 

同 
 

小 

熊 

み
つ
ぎ 

同 
 

加
須
市
戸
崎
二
八
四
番
地 

 

監
事 

清 

水 

豊 

一 

同 
 

同 
 

外
田
ケ
谷
八
百
三
十
三
番
地 

 

同 
 

角 

田 

良 

雄 

同 
 

同 
 

油
井
ケ
島
千
百
七
十
九
番
地 

 

同 
 

渡 

邉 

侑 

三 

同 
 

久
喜
市
上
清
久
二
十
九
番
地 

二 

退
任 

 

職
名 

氏 
 

 

名 
 

 

住 
 

 
 

所 

 

理
事 

小 

坂 
 

 

裕 

埼
玉
県
加
須
市
牛
重
千
百
九
十
一
番
地
一 

 

同 
 

野 

原 

正 

光 

同 
 

同 
 

下
崎
千
九
百
五
十
五
番
地 

 

同 
 

松 

井 

弘 

文 

同 
 

同 
 

上
崎
千
六
百
四
十
五
番
地
二 

 

同 
 

酒 

巻 

秀 

行 

同 
 

同 
 

正
能
一
番
地
十
一 

 

同 
 

坂 

本 

君 

夫 

同 
 

同 
 

内
田
ケ
谷
五
百
二
十
九
番
地 

 

同 
 

折 

原 
 

 

登 

同 
 

同 
 

鴻
茎
六
百
五
十
四
番
地 

 

同 
 

矢 

島 

恒 

男 

同 
 

同 
 

戸
室
千
百
九
十
番
地 

 

同 
 

大 

井 

好 

夫 

同 
 

同 
 

油
井
ケ
島
千
四
百
三
十
八
番
地 



 

同 
 

大 

熊 

勇 

三 

埼
玉
県
加
須
市
割
目
四
百
四
十
三
番
地 

 

同 
 

野 

口 
 

 

昭 

同 
 

久
喜
市
下
清
久
三
百
二
十
九
番
地 

 
同 

 

𣘺 

本 
 

 

勤 

同 
 

同 
 

六
万
部
千
百
番
地 

 

監
事 
清 

水 

豊 

一 

同 
 

加
須
市
外
田
ケ
谷
八
百
三
十
三
番
地 

 

同 
 

福 
島 

弘 

明 

同 
 

同 
 

常
泉
三
百
五
十
七
番
地 

 

同 
 

渡 

邉 
侑 

三 

同 
 

久
喜
市
上
清
久
二
十
九
番
地 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
三
十
六
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
七
年
六
月
二
十
三
日
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

西
吉
見
南
部
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見
町 

 



 

告

示 
埼
玉
県
告
示
第
五
百
三
十
七
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
の
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 

幸
手
都
市
計
画
道
路
三
・
五
・
六
十
一
号
国
納
橋
通
り
線 

二 

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 

イ 

追
加
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

 

宮
代
町
大
字
国
納
、
大
字
和
戸
、
宮
代
台
一
丁
目
及
び
和
戸
二
丁
目
の
各
一
部 

 

ロ 

削
除
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

 

宮
代
町
大
字
国
納
、
宮
代
台
一
丁
目
及
び
和
戸
二
丁
目
の
各
一
部 

三 

都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所 

 

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
、
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
、
宮
代
町
未
来
の
ま
ち 

 

整
備
課 

四 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日
か
ら
令
和
七
年
七
月
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
三
十
八
号 

 
平
成
二
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
七
十
四
号
（
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
の
認
定
基
準
に

適
合
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
書
類
又
は
こ
れ
に
類
す
る
書
類
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、

令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

告
示
中
「
別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
二
十
号
金
額
の
欄
イ
及
び
同
項
第
百
二
十
二
号
金
額
の

欄
イ
」
を
「
別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
二
十
五
号
金
額
の
欄
イ
及
び
同
項
第
百
二
十
七
号
金
額

の
欄
イ
」
に
改
め
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
三
十
九
号 

 
平
成
二
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
七
十
七
号
（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の

認
定
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
書
類
又
は
こ
れ
に
類
す
る
書
類
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
し
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

告
示
中
「
別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
二
十
六
号
金
額
の
欄
イ
及
び
同
項
第
百
二
十
八
号
金
額

の
欄
イ
」
を
「
別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
三
十
一
号
金
額
の
欄
イ
及
び
同
項
第
百
三
十
三
号
金

額
の
欄
イ
」
に
改
め
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
四
十
号 

 
令
和
二
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
十
六
号
（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
認
定
申

請
手
数
料
等
の
う
ち
住
宅
部
分
の
共
用
部
分
の
床
面
積
を
除
く
建
築
物
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
し
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

告
示
中
「
別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
二
十
六
号
金
額
の
欄
イ
⑵
㈠
」
を
「
別
表
都
市
整
備
部

の
項
第
百
三
十
一
号
金
額
の
欄
イ
⑵
㈠
」
に
改
め
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
四
十
一
号 

 
平
成
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
八
号
（
手
数
料
を
減
免
す
る
建
築
物
等
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

告
示
中
「
第
百
二
十
四
号
、
第
百
二
十
五
号
及
び
第
百
三
十
号
」
を
「
第
百
二
十
九
号
、
第
百

三
十
号
及
び
第
百
三
十
五
号
」
に
改
め
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
四
十
二
号 

令
和
七
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
号
（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
申
請
手

数
料
の
う
ち
住
宅
部
分
の
共
用
部
分
の
床
面
積
を
除
く
建
築
物
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、

令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

告
示
中
「
別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
二
十
四
号
金
額
の
欄
イ
⑵
㈠
」
を
「
別
表
都
市
整
備
部

の
項
第
百
二
十
九
号
金
額
の
欄
イ
⑵
㈠
」
に
改
め
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
四
十
三
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り 

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 



１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び数量 

   携帯型プリンタ等の賃貸借 一式 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 履行期間 

   契約締結日から令和12年12月31日（火）まで。ただし、翌年度以降において、

歳入歳出予算の当該契約の金額について減額又は削除があった場合は、当該契

約を解除する。 

 ⑷ 納入場所 

埼玉県警察本部総務部情報管理課長が指定する場所 

 ⑸ 入札方法 

   本件入札は、「埼玉県電子入札共同システム」により行う。ただし、同シス

テムの利用者登録をしていない者については、紙媒体による入札書の郵送又は

持参による入札も認める。また、入札金額については、履行期間全体の総価を

入力し、又は記載すること。 

   なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当

該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を

入札書に入力し、又は記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること。 

 ⑵ 物品の買入れ等に係る入札参加資格に関する告示（令和６年埼玉県告示第833

号）に基づき、業種区分「物品の賃貸」のＡ等級又はＢ等級に格付けされた者

であること。 

 ⑶ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停止

措置を受けていない者であること。 

 ⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を

受けていない者であること。 



 ⑸ 納入しようとする物品が仕様書等に示す各要求事項に適合することを認めら

れた者であること（詳細は、入札説明書及び仕様書による。）。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場

所並びに入札説明書の交付場所及び問合せ先 

   〒330-8533 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県警察本部

総務部財務局会計課調度係 香崎 電話048-832-0110 内線2245 

 ⑵ 入札説明書の交付方法 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

    埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「入札情

報公開システム」からダウンロードすること。 

  イ 紙媒体による場合 

    上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

 ⑶ 仕様書の交付方法及び問合せ先 

   次の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

   〒330-8533 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県警察本部

総務部情報管理課運用第二係 山田 電話048-832-0110 内線2455 

 ⑷ 入札書受付期間 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」を使用する場合 

   競争入札参加資格の確認を得た日から令和７年８月20日（水）午前９時50

分まで 

  イ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合 

   (ｱ) 郵送の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から令和７年８月19日（火）午後５時

まで 

     なお、書留郵便によること。 

   (ｲ) 持参の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から令和７年８月20日（水）午前９時

50分まで 

 ⑸ 開札の場所及び日時 

   埼玉県警察本部総務部財務局会計課 令和７年８月20日（水）午前10時 

４ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 



 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 

    入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率（100分の５以上）を乗じ

た額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭和39年埼玉県規則

第18号。以下「財務規則」という。）第93条第２項の規定に該当する場合は、

免除する。 

  イ 契約保証金 

    契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（100分の10以上）を乗じた額

を納付するものとする。ただし、財務規則第81条第２項の規定に該当する場

合は、免除する。 

 ⑶ 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

次のいずれかの方法で令和７年７月24日（木）午後３時までに提出し、競争入

札参加資格（上記２⑸に定める競争入札参加資格を除く。）の確認を得なけれ

ばならない。また、上記２⑸に定める競争入札参加資格については、納入する

物品について機能証明書等を作成し、令和７年７月24日（木）午後３時までに

上記３⑶の場所に提出し、確認を得なければならない。 

   なお、入札事務の担当者から、提出した書類に関し説明を求められた場合は、

それに応じなければならない。 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」により確認申請する。 

  イ 紙媒体の書類を上記３⑴の提出場所に郵送し、又は持参する。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ 財務規則第97条又は埼玉県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規則（平成７年埼玉県規則第106号）第９条の規定に該当する入札書 

 ⑸ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑹ 落札者の決定方法 

   財務規則第94条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 ⑺ 手続における交渉の有無 

   無 



 ⑻ 競争入札参加資格の付与 

   上記２⑵に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望するものは、競争

入札参加資格審査申請書及び特定調達契約に係る競争入札参加予定連絡票（別

記様式４）を令和７年７月４日（金）午後５時までに埼玉県入札審査課に提出

し、資格審査を受けること。ただし、この申請は通常の競争入札参加資格申請

の例外となるため、入札参加資格を得ても参加できるのは本案件のみとなる。 

   また、入札の方法は紙によるものとする。 

 ⑼ 支払条件 

   発注者埼玉県は、適法な代金請求書を受理した日から30日以内に当該代金を

受注者に支払うものとする。 

 ⑽ その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 

５  Summary 

 ⑴ Nature and quantity of the product to be purchased: A lease of 

  Portable Printers  

⑵  Time‐limit for tender: 

    [By the electronic tender system] by 9:50 a.m. on August 20, 2025 

    [By registered mail] by 5:00 p.m. on August 19, 2025 

    [In person] by 9:50 a.m. on August 20, 2025 

⑶  Contact point for the notice: Property Management Group, Finance  

    Division, Finance Bureau, General Affairs Department, Saitama Pre- 

    fectural Police Headquarters, 3-15-1 Takasago, Urawa-ku, Saitama-shi, 

    Saitama-ken 330-8533, Telephone 048-832-0110 Ext.2245 
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１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び数量 

   ネットワーク型監視カメラ装置の賃貸借 一式 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 履行期間 

   契約締結日から令和12年11月30日（土）まで。ただし、翌年度以降において、

歳入歳出予算の当該契約の金額について減額又は削除があった場合は、当該契

約を解除する。 

 ⑷ 納入場所 

埼玉県警察本部刑事部組織犯罪対策局組織犯罪対策第三課長が指定する場所 

 ⑸ 入札方法 

   本件入札は、「埼玉県電子入札共同システム」により行う。ただし、同シス

テムの利用者登録をしていない者については、紙媒体による入札書の郵送又は

持参による入札も認める。また、入札金額については、履行期間全体の総価を

入力し、又は記載すること。 

   なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当

該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を

入札書に入力し、又は記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること。 

 ⑵ 物品の買入れ等に係る入札参加資格に関する告示（令和６年埼玉県告示第833

号）に基づき、業種区分「物品の賃貸」のＡ等級又はＢ等級に格付けされた者

であること。 

 ⑶ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停止

措置を受けていない者であること。 

 ⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を

受けていない者であること。 



 ⑸ 納入しようとする物品が仕様書等に示す各要求事項に適合することを認めら

れた者であること（詳細は、入札説明書及び仕様書による。）。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場

所並びに入札説明書の交付場所及び問合せ先 

   〒330-8533 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県警察本部

総務部財務局会計課調度係 香崎 電話048-832-0110 内線2245 

 ⑵ 入札説明書の交付方法 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

    埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「入札情

報公開システム」からダウンロードすること。 

  イ 紙媒体による場合 

    上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

 ⑶ 仕様書の交付方法及び問合せ先 

   次の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

   〒330-8533 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県警察本部

刑事部組織犯罪対策局組織犯罪対策第三課特殊詐欺企画係 渡邊 電話048-

832-0110 内線4823  

 ⑷ 入札書受付期間 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」を使用する場合 

   競争入札参加資格の確認を得た日から令和７年９月１日（月）午前10時50

分まで 

  イ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合 

   (ｱ) 郵送の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から令和７年８月29日（金）午後５時

まで 

     なお、書留郵便によること。 

   (ｲ) 持参の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から令和７年９月１日（月）午前10時

50分まで 

 ⑸ 開札の場所及び日時 

   埼玉県警察本部総務部財務局会計課 令和７年９月１日（月）午前11時 

４ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 



   日本語及び日本国通貨 

 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 

    入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率（100分の５以上）を乗じ

た額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭和39年埼玉県規則

第18号。以下「財務規則」という。）第93条第２項の規定に該当する場合は、

免除する。 

  イ 契約保証金 

    契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（100分の10以上）を乗じた額

を納付するものとする。ただし、財務規則第81条第２項の規定に該当する場

合は、免除する。 

 ⑶ 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

次のいずれかの方法で令和７年８月５日（火）午後３時までに提出し、競争入

札参加資格（上記２⑸に定める競争入札参加資格を除く。）の確認を得なけれ

ばならない。また、上記２⑸に定める競争入札参加資格については、納入する

物品について機能証明書等を作成し、令和７年８月５日（火）午後３時までに

上記３⑶の場所に提出し、確認を得なければならない。 

   なお、入札事務の担当者から、提出した書類に関し説明を求められた場合は、

それに応じなければならない。 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」により確認申請する。 

  イ 紙媒体の書類を上記３⑴の提出場所に郵送し、又は持参する。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ 財務規則第97条又は埼玉県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規則（平成７年埼玉県規則第106号）第９条の規定に該当する入札書 

 ⑸ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑹ 落札者の決定方法 

   財務規則第94条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 ⑺ 手続における交渉の有無 



   無 

 ⑻ 競争入札参加資格の付与 

   上記２⑵に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望するものは、埼玉

県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「競争入札参加資

格申請受付システム」から登録申請を行い、受付票その他の登録に必要な書類

を令和７年７月７日（月）までに埼玉県総務部入札審査課審査担当（〒330-9301 

   埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 電話048-830-5775（直通））

へ送付すること。 

 ⑼ 支払条件 

   発注者埼玉県は、適法な代金請求書を受理した日から30日以内に当該代金を

受注者に支払うものとする。 

 ⑽ その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 

５  Summary 

⑴ Nature and quantity of the product to be purchased: A Lease of 

network-type security camera equipment 

⑵  Deadline for tender: 

    [By electronic tender system] by 10:50 a.m. on September 1, 2025 

    [By registered mail] by 5:00 p.m. on August 29, 2025 

    [In person] by 10:50 a.m. on September 1, 2025 

⑶  Contact point for the notice: Property Management Group, Finance  

    Division, Finance Bureau, General Affairs Department, Saitama Pre- 

    fectural Police Headquarters, 3-15-1 Takasago, Urawa-ku, Saitama-shi, 

    Saitama-ken 330-8533, Telephone 048-832-0110 Ext.2245 
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１ 工事概要等 

 ⑴ 工事名 

総Ａ除）０２５水整第８０１号大久保浄水場生物活性炭吸着池機械設備工事 

 ⑵ 工事場所 

   埼玉県さいたま市桜区大字宿地内 

 ⑶ 工事期間 

   契約確定の日から令和11年３月30日（金）まで 

 ⑷ 設計金額 

   入札執行後に公表する。 

 ⑸ 工事概要 

  ア 目的 

    本工事は大久保浄水場高度浄水処理に係る生物活性炭吸着池機械設備を整

備するものである。 

  イ 工事内容 

   (ｱ) 生物活性炭吸着池内設備一式（粒状活性炭、下部集水装置、排水トラ

フ、計32池分） 

   (ｲ) 空洗ブロア設備一式 

   (ｳ) 排オゾン分解設備一式 

   (ｴ) その他 上記に係る配管布設・据付工事等一式 

 ⑹ その他 

  ア 本工事は、埼玉県企業局「週休２日制モデル工事」試行要領に基づく「週

休２日制モデル工事（現場閉所型）」の試行対象工事である。 

  イ 本工事は、埼玉県企業局水道用機械・電気設備工事情報共有システム実施

要領に基づく情報共有システム（公共事業において情報通信技術を活用

し、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することによって業務効率化

を実現するシステムをいう。）を活用する工事である。 

ウ 本工事は、埼玉県企業局「建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活

用モデル工事」試行要領に基づく「建設キャリアアップシステム（ＣＣＵ

Ｓ）活用モデル工事（発注者指定型）」の試行対象工事である。 

エ 本工事は、埼玉県企業局水道用機械・電気設備工事の建設現場における

遠隔臨場に関する試行要領に基づき、受注者が希望する場合、契約後の受

発注者協議により、建設現場において「段階確認」、「材料確認」及び

「立会」を必要とする作業に遠隔臨場を適用することができる工事であ

る。 



オ 本工事の契約は、立会人型電子契約（契約内容を記録した電磁的記録に

対し、発注者と受注者の相手方の指示に基づき、サービス提供事業者が電

子署名及びタイムスタンプを付与する方法による契約をいう。以下「電子

契約」という。）による締結を予定する（受注者が電子契約に同意しない

場合は、紙の契約書により締結する。）。締結には、発注者が指定した電

子契約事業者の立会人型電子契約サービスを利用し、受注者には利用に係

る費用負担は生じないものとする。なお、受注者は、契約締結に利用する

メールアドレスを用意する必要がある。 

２ 落札者の決定方法 

  本件入札は、埼玉県企業局建設工事請負等の特定調達契約に係る一般競争入札

執行要領（令和７年４月１日施行）により実施する。落札者は総合評価方式に

より決定する。総合評価方式の実施については、埼玉県総合評価方式活用ガイ

ドラインVer.19（令和６年７月１日施行）、埼玉県企業局建設工事低入札価格

調査制度実施要領（令和５年４月１日施行。以下「低入札価格調査制度実施要

領」という。）及び総合評価方式に係る入札説明書による。 

 ⑴ 方式 

   技術提案型Ａタイプ 自己採点併用発注者採点方式 

 ⑵ 評価値の算出方法 

   除算方式 

３ 入札手続の方法等 

 ⑴ 入札手続の方法 

本件入札は、埼玉県公共工事等電子入札運用基準（令和６年４月１日施行）

に基づき、入札説明書の交付、資料の提出、届出及び入札を原則として、埼玉

県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）により行う。

国土交通省の電子入札コアシステムによる電子入札に参加した実績を有する者

は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 

なお、入札に関する情報は、令和７年６月27日（金）から同年８月22日

（金）までの間、埼玉県ホームページ（https://ebidjk2.ebid2.pref.saitam

a.lg.jp/koukai/do/KF000ShowAction）に掲載する。 

 ⑵ 入札参加者の変更が生じた場合 

  入札参加者の以下の事項の変更により、利用者登録している電子証明書の

内容と異なる場合は、変更日（名義人、会社本店住所又は会社名の変更にあ

っては、取締役会等で指定された日、名義人の改姓若しくは改名又は住民票

記載住所の変更にあっては、市区町村役場への届出日をいう。）以降は、そ



の電子証明書を使用しないこと。電子証明書の変更及び再取得が間に合わな

い場合は、電子入札における紙入札の具体的方法（https://www.pref.saitam

a.lg.jp/a0211/kitei.html）により、紙入札の手続を行うこと。 

 ア 埼玉県建設工事等競争入札参加資格申請時の申請事業所代表者又は法人

代表者の氏名（改姓及び改名の場合を含む。） 

 イ 名義人所属の会社本店住所（登記している場合に限る。） 

 ウ 名義人所属の会社名（登記している場合に限る。） 

 エ 名義人住民票記載住所（電子証明書に記載のある場合に限る。） 

４ 設計図書等 

  設計図面、仕様書及び参考数量等（以下「設計図書等」という。）は、送付申

請書により送付する。 

５ 競争参加資格確認申請書の提出 

  入札参加を希望する者は、下記⑶の期間内に電子入札システムの競争参加資格

確認申請書に一般競争入札参加資格等確認申請書（単体企業（以下「単体」と

いう。）にあっては埼玉県建設工事請負一般競争入札執行要綱（令和６年 10月

１日施行。以下「執行要綱」という。）様式第２号、特定建設工事共同企業体

（以下「特定企業体」という。）にあっては執行要綱様式第３号。以下「確認

申請書」という。）及び一般競争入札参加資格等確認資料（単体にあっては執行

要綱様式第４号、特定企業体にあっては執行要綱様式第５号。以下「確認資料」

という。）を添付して、電子入札システム（電子入札システムにより提出でき

ない者にあっては、郵便又は信書便）により提出すること。また、下記⑷の期

間内にその他必要な資料を電子メール、ファイル転送サービス、郵便又は信書

便により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 

  なお、提出受付期間を過ぎて電子入札システム又は郵便若しくは信書便により

提出された場合又は提出受付期間内にその他必要な資料が到着しなかった場合

の確認申請書及び確認資料は、無効とする。 

  確認申請書、確認資料その他必要な資料の提出先、提出受付期間及び提出部数

は、次のとおりとする。 

 ⑴ 電子メール、郵便又は信書便による提出先 

   〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県総務部入

札課大規模工事担当 電話048-830-2743（直通） 電子メールa2720-04@pre

f.saitama.lg.jp 

 ⑵ ファイル転送サービスを利用する場合 

   資料の添付先を示したメールを送付するので、上記⑴の連絡先に電話により



その旨を伝えること。    

 ⑶ 確認申請書及び確認資料の提出受付期間 

   令和７年６月30日（月）午前９時から同年７月17日（木）午後５時まで 

 ⑷ その他必要な資料の提出受付期間 

   令和７年６月30日（月）午前９時から同年７月22日（火）午後５時まで 

 ⑸ 提出部数（紙によって提出する場合に限る。） 

   ２部（正本１部及び副本１部。副本は、正本を複写したもので可とする。） 

６ 入札参加資格の確認 

 ⑴ 入札参加資格の確認通知 

   入札参加資格の確認結果は、資格がある旨は電子入札システム（電子入札シ

ステムにより通知できない者にあっては、郵便又は信書便）により、資格が

ない旨は電子メール及び電話により、令和７年７月28日（月）にそれぞれそ

の旨を通知する。  

 ⑵ 入札参加資格の有無の再確認 

   入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、令和７年８月４日（月）午後３

時までに上記５⑴の提出先に郵便又は信書便により書面を提出し、入札参加

資格の有無の再確認を求めることができる。再確認の結果は、電子入札シス

テム（電子入札システムにより通知できない者にあっては、郵便又は信書

便）により通知する。 

７ 設計図書等に関する質問 

  設計図書等に関して質問がある場合は、下記⑵の期間内に、質問書を電子入札

システム、電子メール又は郵便若しくは信書便により提出すること。 

  なお、質問の題名、質問事項及び添付資料には、特定の企業名及び個人名を記

入しないこと。添付資料は、発注者が提供した様式を使用して作成すること。 

 ⑴ 電子メール又は郵便若しくは信書便による提出先 

   〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県総務部入

札課大規模工事担当 電話048-830-2743（直通） 電子メールa2720-04@pre

f.saitama.lg.jp 

 ⑵ 質問受付期間 

   令和７年６月30日（月）午前９時から同年７月10日（木）午後３時まで（郵

便又は信書便の場合は、同月９日（水）必着のこと。提出期限後に到着した

場合には回答しない。） 

８ 質問に対する回答 

  質問に対する回答は、令和７年７月15日（火）午後４時までに電子入札システ



ムに掲示する。電子入札システムに掲示された内容を閲覧できない者には、電

子メール又は郵便若しくは信書便で回答するので、上記７⑴の連絡先に電話に

よりその旨を伝えること。 

  入札参加者は、質問の有無にかかわらず、電子入札システムに掲載する質問に

対する回答の全ての内容を必ず確認した上で入札に参加すること。 

  なお、質問に対する回答の全ての内容は、全ての入札参加者に適用する。ま

た、入札参加者から質問がない場合でも、「質問に対する回答」を利用して発

注者から入札参加者へお知らせを掲示することがある。 

９ 入札書の提出方法等 

  入札書の提出方法等は、次のとおりとする。 

  なお、変更する場合は、入札参加資格があると認められる者に別途通知する。 

 ⑴ 入札書の提出方法 

   入札書の提出期間に、有効な埼玉県競争入札参加資格者名簿（建設工事）の

代表者又は代理人の名前で電子入札システムで利用可能な電子証明書を取得

し、電子入札システムの利用者登録を完了した者が、当該名義の電子証明書

を使用して入札書を提出すること。ただし、埼玉県公共工事等電子入札運用

基準９「紙入札について」の承認を得たものは、この限りでない。 

 ⑵ 入札書の提出期間 

   令和７年８月19日（火）午前９時から同月21日（木）午後３時まで 

 ⑶ 郵便による入札 

   電子入札システムにより入札を行うことができない場合は、郵便により入札

書を受け付ける。提出先等は、次のとおりとする。 

  ア 提出先 

    〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県総務部

入札課大規模工事担当 

  イ 提出方法 

    一般書留郵便又は簡易書留郵便によること。 

  ウ 提出期間 

    上記⑵の期間に必着とする。 

 ⑷ 開札日時 

   令和７年８月22日（金）午前10時30分 

10 入札に参加できる者の形態 

 ⑴ 単体又は２者若しくは３者による特定企業体とする。 

 ⑵ 単体の場合にあっては、他の特定企業体の構成員となっていないこと。 



 ⑶ 特定企業体における運営形態及び代表者の選定については、埼玉県企業局特

定建設工事共同企業体取扱要綱（令和７年４月１日施行。第７条第１項第1号

及び第６号を除く。）によること。ただし、以下の形態をとることはできな

い。 

  ア 本件入札において、複数の特定企業体の構成員となること。 

  イ 経常建設共同企業体が特定企業体の構成員となること。 

11 入札に参加する者に必要な資格 

  本件入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりとする。 

 ⑴ 建設業の許可 

   単体又は特定企業体における各構成員は、建設業法（昭和24年法律第100

号）第３条の規定による機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けてい

る者であること。 

 ⑵ 工事成績 

   単体又は特定企業体における各構成員は、令和４年度及び令和５年度に完成

した埼玉県発注工事のうち、機械器具設置工事業の工事成績点数の平均が、

いずれの年度においても65点以上の者であること。ただし、受注実績がない

等の理由により工事成績点数のない者については、この限りでない。 

 ⑶ 経営事項審査における総合評定値 

   機械器具設置工事業について、開札日から１年７月前の日以降の日を審査基

準日とする建設業法第27条の23第１項の規定による経営事項審査を受けてい

ること。 

   単体又は特定企業体の代表構成員は、その総合評定値が1,000点以上である

こと。また、特定企業体の代表構成員以外の構成員（以下「その他構成員」

という。）は、その総合評定値が800点以上であること。ただし、経営事項審

査の審査基準日は、開札日の直近のもの（下記⑺ウただし書に該当する者に

あっては、手続開始決定日以降のもの）であること。 

   なお、官公需適格組合については、その総合評定値を令和７・８年度埼玉県

建設工事請負競争入札参加資格者格付要領第４のただし書に規定する特例に

より算出した客観的事項の審査数値と読み替えることができるものとし、そ

の算出に当たっては、審査基準日が開札日の直近のものである経営事項審査

における数値を用いるものとする。 

 ⑷ 施工実績 

  ア 単体又は特定企業体の代表構成員は、契約の締結日にかかわらず平成22年

４月１日から本件公告日までの間に、１回の契約金額が10億円以上の上水



道、工業用水道又は下水道施設における機械器具の新設、増設又は更新工

事（建築付帯機械設備工事は除く。）を元請として完成させた実績を有す

ること。 

    なお、特定企業体による請負の施工実績については、契約金額は出資比率

相当額（特定企業体の出資比率を契約金額に乗じたもの）とする。 

   ＪＶ構成員の契約額＝ＪＶ契約額×出資割合 

   （JV実績の計算例） 

   ５億円の橋梁耐震補強工事を代表構成員（出資比率70％）、 

   その他の構成員（出資比率30％）で施工した場合 

   代表構成員の実績  5億円×70/(70+30)＝3.5億円 

   その他構成員の実績 5億円×30/(70+30)＝1.5億円 

  イ 特定企業体のその他構成員は、契約の締結日にかかわらず平成22年４月１

日から本件公告日までの間に、１回の契約金額が２億円以上の上水道、工

業用水道又は下水道施設における機械器具の新設、増設又は更新工事（建

築付帯機械設備工事は除く。）を元請として完成させた実績を有するこ

と。 

  なお、特定企業体による請負の施工実績については、契約金額は出資比率

相当額（特定企業体の出資比率を契約金額に乗じたもの。）とする。 

 ⑸ 配置予定の技術者 

  ア 単体又は特定企業体の代表構成員の配置予定の技術者は、本件入札の公告

日までに、上水道、工業用水道又は下水道施設における機械器具の新設、

増設又は更新工事（建築付帯機械設備工事は除く。）において、現場代理

人、主任技術者又は監理技術者（以下 「監理技術者等」という。）として

従事した経験を有する者であること。ただし、準備期間、後片付け期間及

び機器等の工場製作を含む工事にあっては、工場製作のみが行われている

期間の経験を除く。 

    また、専任の監理技術者等とは別に、工場製作を管理するために選定され

た監理技術者等を配置する場合は、この監理技術者等に経験は問わない。 

    なお、その他構成員の配置予定の技術者は、経験を問わない。 

  イ 入札に参加しようとする者は、単体にあっては、建設業法第26条第１項又

は第２項に規定する資格を有する者を本工事の監理技術者等として配置する

こと。特定企業体にあっては、全ての構成員が、埼玉県企業局特定建設工事

共同企業体取扱要綱第７条第１項⑸に規定された資格を有する者を本工事の

監理技術者等として配置すること。 



  ウ 低入札価格調査を経て契約する場合に配置する監理技術者等は、低入札価

格調査制度実施要領の規定に基づき、次のとおりとする。 

 (ｱ) 専任でなければならない。 

 (ｲ) 現場代理人との兼務を認めない。 

 (ｳ) 単体又は特定企業体の代表構成員は、監理技術者等とは別に同等の資格

を有する追加技術者（以下「追加技術者」という。）１名を専任で配置

すること。 

 (ｴ) 追加技術者は、現場代理人との兼務を認めない。 

   (ｵ) 追加技術者は、当該者が在籍する入札参加者と上記５⑶に規定する確認

申請書の提出期限日の３月以前から恒常的な雇用関係にあること。また、

追加技術者は、営業所（建設業法第３条第１項に規定する営業所をいう。

以下同じ。）の専任技術者と兼務することはできない。 

  エ 専任の配置予定の監理技術者等は、当該者が在籍する入札参加者と上記５

⑶に規定する確認申請書の提出期限日の３月以前から恒常的な雇用関係に

あること。 

  オ 配置予定の技術者が特定できないときは、複数の候補者を確認資料に記載

すること。 

  カ 本工事の配置予定の技術者が、他の工事に現場代理人、主任技術者又は監

理技術者として従事し、又は従事する予定で、本工事の予定工期と重複す

る場合は、当該者を確認資料に記載することはできない。ただし、重複す

る期間が、他の工事の完成検査終了後の後片付け期間と本工事の準備期間

である場合又は本工事の機器等の工場製作を含む工事において工場製作の

みが行われている期間若しくは他の工事が全面的に一時中止している期間

で、確実に本工事に配置することができる場合を除く。 

  キ 落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の技術者の専任制違反の事

実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。 

  ク 本工事は、埼玉県建設工事における技術者の専任に係る取扱い要領（令和

７年２月１日適用）の対象とする。 

  ケ 本工事は、建設業法第26条第３項第１号又は第２号に該当する監理技術者

の配置は認めない。 

 ⑹ 現場代理人 

  ア 本工事は、「現場代理人及び現場責任者に関する常駐規定の緩和につい

て」による常駐を要する期間においては、常駐規定を緩和しない。 

  イ 工場製作のみの期間で現場作業が未着手の期間においては、現場での常駐



を要しない。ただし、具体的期間は、契約締結後に発注者と受注者が協議

して定める。 

  ウ 低入札価格調査制度実施要領で定める低入札価格調査を経て契約する工事

は、「常駐を要しない期間」及び「常駐を要する期間」のいずれにおいて

も常駐規定を緩和しない。 

 ⑺ その他の参加資格 

   単体又は特定企業体における各構成員は、次に掲げる要件を全て満たすこ

と。 

  ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しな

い者であること。 

  イ 埼玉県公営企業財務規程（昭和39年埼玉県公営企業管理規程第５号。以下

「財務規程」という。）第120条の規定に該当しない者であること。 

  ウ 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定による更生手続開始の

申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の

規定による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、

会社更生法第41条の規定による更生手続開始の決定又は民事再生法第 33条

の規定による再生手続開始の決定を受けている者を除く。 

  エ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がある者（以

下「同族企業」という。）同士の同一入札への参加を制限する運用基準（令

和５年４月１日適用）により同族企業同士と判断される者が参加していない

こと。 

  オ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、企業局の契約に係る入札参

加停止等の措置要領（平成25年４月１日施行）に基づく入札参加停止の措

置を受けていない者であること。 

  カ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、国（公共工事の入札及び契

約の適正化の促進に関する法律施行令（平成13年政令第34号）第１条に規

定する法人を含む。）、都道府県又は埼玉県内市町村から工事成績不良の

事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 

  キ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県企業局の契約に係る

暴力団排除措置要綱（平成25年４月１日施行）に基づく入札参加除外の措

置を受けていない者であること。 

  ク 経常建設共同企業体でないこと。 

  ケ 入札公告日において、健康保険法（大正11年法律第70号）に基づく健康保

険、厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）に基づく厚生年金及び雇用保



険法（昭和49年法律第116号）に基づく雇用保険に、事業主として加入して

いる者であること。ただし、上記保険の全部又は一部について法令で適用

が除外されている者は、この限りでない。 

  コ 設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連が

ある者の入札への参加を制限する運用基準（令和７年４月１日適用）に基

づき、本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と関連がある者に

該当し、入札を禁止される者でないこと。 

  なお、本工事に係る設計業務等の受託者は、次のとおり。 

  商号又は名称 株式会社東京設計事務所 関東事務所 

  所在地 埼玉県さいたま市浦和区高砂２丁目２番３号 

12 低入札価格調査制度実施要領第４条の規定による調査基準価格 

  設定する。調査基準価格未満の入札があった場合には、調査の上、当該入札を

行った者を落札者とするか否かを決定する。低価格入札者は、低入札価格調査

に協力しなければならないものとし、低入札価格調査に係る事前申出により辞

退を申し出たとき、低入札価格調査確認資料等に代わる申出書を提出したと

き、低入札価格調査に応じないとき、又は求められた資料を指定された期日ま

でに提出しないときは、失格とする。また、低入札価格調査後に契約を締結し

た場合は、下請負業者等との関係において適正な契約とその履行が行われてい

るか追跡調査を行うものとする。 

13 低入札価格調査制度実施要領第５条第１項の規定による失格基準価格 

  設定する。失格基準価格を下回る入札を行った者は、落札者としない。 

14 低入札価格調査制度実施要領第６条第１項の規定による数値的判断基準 

  設定する。数値的判断基準のいずれかを下回る入札を行った者は、落札者とし

ない。 

15 低入札価格調査制度実施要領第６条の２第１項の規定による工事成績判断基準 

  設定しない。 

16 入札保証金 

  本工事は入札ボンド制度を導入する工事であり、入札保証金の取扱いは次のと

おりとし、財務規程第123条第２項第３号及び第４号に掲げる履行実績による入

札保証金の免除は行わない。 

 ⑴ 入札に参加しようとする者は、入札金額の100分の110に相当する金額（１円

未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。）の100分の５

以上（１円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。）

の入札保証金を納付しなければならない。 



 ⑵ 納付方法 

   納付書兼領収書送付依頼書（以下「依頼書」という。）に必要事項を記入

し、次のとおり電子メールにより提出するとともに、電話で受信確認を行うこ

と。また、依頼書に記載された依頼者の住所に着払いの宅配便により送付す

る納付書兼領収書により納付すること。 

   なお、依頼書を持参した場合は、受理しない。 

  ア 提出先 

    〒338-0815 埼玉県さいたま市桜区五関387番地２ 埼玉県水道整備事務所

総務用地担当 電話048-858-7890（直通） 電子メールp534755@pref.sait

ama.lg.jp 

  イ 依頼書提出期間 

    令和７年６月30日（月）午前９時から同年７月23日（水）午後５時まで 

  ウ 納付期限 

    令和７年８月21日（木）正午まで 

 ⑶ 納付の確認 

   金融機関の出納済印を受けた納付書兼領収書の写しを次のとおり電子メール

により提出するとともに、電話で受信確認を行うこと。 

  ア 提出先 

    〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県総務部

入札課大規模工事担当 電話048-830-2743（直通） 電子メールa2720-04@

pref.saitama.lg.jp 

  イ 提出期限 

    令和７年８月21日（木）午後３時まで 

 ⑷ 次のとおり上記⑴と同価値以上の有価証券等を担保として持参（下記ア(ｳ)

にあっては、郵便又は信書便）により提出することにより、入札保証金の納

付に代えることができる。 

   なお、その価値は、債権金額（下記ア(ｳ)にあっては、保証金額）と同額と

する。 

  ア 対象となる有価証券等 

   (ｱ) 利付国債 

   (ｲ) 埼玉県債 

   (ｳ) 銀行等（出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和

29年法律第195号）第３条の金融機関をいう。以下同じ。）の保証 

  イ 提出先 



    利付国債及び埼玉県債については上記⑵アの提出先に、銀行等の保証につ

いては上記⑶アの提出先にそれぞれ指定する方法により提出すること。 

  ウ 提出期限 

    令和７年８月21日（木）午後３時まで 

 ⑸ 次のいずれかに該当する者は、入札保証金の納付を免除する。 

  ア 保険会社との間で埼玉県を被保険者とする上記⑴と同額以上の保険金の支

払を約した入札保証保険契約を締結し、その保険証券を郵便又は信書便に

より上記⑶アの提出先に同イの期限までに提出した者 

  イ 銀行等又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和

27年法律第 184号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同

じ。）との間に契約保証の予約を締結し、当該契約保証予約証書を郵便又

は信書便により上記⑶アの提出先に同イの期限までに提出した者 

⑹ 入札保証又は入札保証保険の期間は、入札書提出日から令和７年１2月19日（金）

までの期間を含むこと。 

   なお、発注者の住所及び氏名を記載する必要がある場合は、以下のとおりと

すること。 

  ア 住所：埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目14番21号 

  イ 氏名：埼玉県公営企業管理者 板東 博之 

 ⑺ 落札者以外の入札保証金は、入札の終了後還付するので、入札保証金を納付

した者は、あらかじめ振込先及び口座番号等を記載した請求書を用意するこ

と。 

   なお、落札者がその責めに帰すべき理由により契約を締結しないときは、入

札保証金は、還付しない。また、落札者に係る当該入札保証金は、当該落札

者が納付すべき契約保証金に充当する。 

17 契約保証金 

⑴ 落札者は、契約金額の100分の10以上（当該金額に１円未満の端数があると

きは、その端数を切り上げた金額）の契約保証金（入札保証金を納付したとき

は、その差額）を納付しなければならない。ただし、低入札価格調査を経て契

約する場合の契約保証金の額は、低入札価格調査制度実施要領第17条第５号の

規定により、契約金額の10分の３以上とする。 

 ⑵ 次に掲げる有価証券等を担保として提供することにより、契約保証金の納付

に代えることができる。 

   なお、その価値は、債権金額（下記ウにあっては、保証金額）と同額とす

る。 



  ア 利付国債 

  イ 埼玉県債 

  ウ 銀行等又は保証事業会社の保証 

 ⑶ 次のいずれかに該当する者は、契約保証金の納付を免除する。 

  ア 保険会社との間で埼玉県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した者 

  イ 保険会社、銀行、農林中央金庫その他埼玉県公営企業管理者が指定する金

融機関と埼玉県を債権者とする工事履行保証契約を締結した者 

 ⑷ 契約保証金は、契約の履行後、契約者から請求書の提出を受けることによ

り、還付する。ただし、契約者がその責めに帰すべき理由により契約上の義

務を履行しないときは、契約保証金は、還付しない。 

18 支払条件 

 ⑴ 前金払 

   する。その額は、会計年度ごとに各会計年度の出来高予定額の40％以内と

し、１万円未満の端数は切り捨てる。ただし、低入札価格調査を経て契約す

る場合のその額は、会計年度ごとに各会計年度の出来高予定額の20％以内と

し、１万円未満の端数は切り捨てる。 

 ⑵ 中間前金払 

   する（中間前金払を選択した場合に限る。）。その額は契約金額の20％以内

とし、１万円未満の端数は切り捨てる。ただし、継続費又は債務負担行為に

基づく契約にあっては、会計年度ごとに各会計年度の出来高予定額の20％以

内とする。 

 ⑶ 部分払 

   する（部分払を選択した場合に限る。）。 

 ⑷ 各会計年度の支払限度額 

   令和７年度 無し 

   令和８年度 契約金額の概ね10パーセント 

   令和９年度 契約金額の概ね20パーセント 

   令和10年度 契約金額の概ね70パーセント 

   表示した割合は、設計金額に対する割合であるため、契約時の割合は落札金

額により変動する。 

19 現場説明会 

  開催しない。 

20 入札に関する注意事項 

 ⑴ 入札の執行 



  ア 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、開札日時の時点にお

いて参加資格がない者は、入札に参加できない。 

  イ 入札に参加する者が１者であっても、入札を執行する。 

  ウ 入札執行時において入札に参加する者の立会いは求めない。 

 ⑵ 入札書に記載する金額 

   落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当該金額

の100分の10に相当する額を加算した額（当該金額に１円未満の端数があると

きは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするの

で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に

入力し、又は記載すること。 

 ⑶ 提出書類 

  ア 発注者が様式を指定した入札金額見積内訳書（必要事項を記入したもの）

及び低入札価格調査に係る事前申出書（同一ファイルでシートが分かれて

いる様式）を電子入札システムによる初度入札の入札書提出の際に添付す

ること。 

    なお、電子入札システムにより提出できない者にあっては、入札書ととも

に提出すること。   

  イ 落札者が免税事業者の場合、落札決定後、免税事業者届出書を提出するこ

と。 

  ウ 落札者は、建設業法第20条の２第２項の規定に基づき、工期又は請負代金

の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決

定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の

状況の把握のため必要な情報と併せて、埼玉県企業局建設工事請負等の特

定調達契約に係る一般競争入札参加者心得標準様式第20号により通知する

こと。 

 ⑷ 入札回数 

  ア 再度入札は、３回までとする。この場合は、電子入札システム（電子入札

システムにより案内できない者にあっては、郵便又は電話等）により案内

する。ただし、各回の再度入札の状況により、それ以降の再度入札を執行

しない場合がある。 

  イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

  ウ 再度入札に参加しない者は、それ以降の再度入札に参加することができな

い。 



  エ 再度入札は、開札日と同日に執行する場合がある。 

 ⑸ 入札の辞退 

   入札参加資格がある旨の通知を受けた後であっても、入札を辞退することが

できる。 

 ⑹ 関係法令の遵守  

   入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

22年法律第54号）等に違反する行為を行ってはならない。 

 ⑺ くじ  

  ア 評価値が最も高い者が２者以上いるときは、くじにより落札者を決定す

る。 

  イ くじは、電子入札システムの電子くじを使用する。 

  ウ 電子入札システムにより入札書を提出できない者は、電子くじに使用する

くじ入力番号として、任意の３桁の数字を入札書に記載すること。 

 ⑻ 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した入札に参加する資格のない者がした入札又は上記５のそ  

   の他必要な資料の提出後から落札決定までの間に入札に参加する資格を有し 

   なくなった者がした入札 

  イ 所定の入札保証金を納付しない者がした入札又は納付した入札保証金の額

が所定の率による額に達しない者がした入札 

  ウ 上記16⑷により入札保証金の納付に代えて提出した有価証券等の債権金額

が所定の率による額に達しない者がした入札 

  エ 上記16⑸により入札保証金の納付の免除を受けるために提出した入札保証

保険証券に記載された保険金額が所定の率による額に達しない者がした入

札又は契約保証予約証書に記載された契約希望金額若しくは保証限度額が

所定の率による額に達しない者がした入札 

  オ 電子証明書を不正に使用した者がした入札 

  カ 電報、電話又はファクシミリにより入札書を提出した者がした入札 

  キ 不備な入札金額見積内訳書を提出した者がした入札 

  ク 同族企業が同一入札に参加した場合の同族企業同士が行った入札 

  ケ 談合その他不正行為があったと認められる入札 

  コ 虚偽の確認申請書を提出した者がした入札 

  サ 入札後に辞退を申し出て、その申出を受理された者がした入札 

  シ やむを得ず紙入札又は郵便入札とした場合で、次に掲げる入札をした者が



した入札 

   (ｱ) 記載すべき事項の記入のないもの又は記入した事項が明らかでないもの 

   (ｲ) 代理人で委任状を提出しない者がしたもの 

   (ｳ) 他人の代理を兼ねた者がしたもの 

   (ｴ) ２以上の入札書を提出した者がしたもの又は２以上の者の代理をした者

がしたもの 

   (ｵ) 入札書が指定の日時までに指定の場所に到着しなかったもの 

  ス その他この公告又は入札説明書に示す事項に反した者がした入札   

 ⑼ その他の注意事項 

  ア 一度提出した入札書の書換え、引替え又は撤回はすることができない。 

  イ 入札を公正に執行することができないと認められるときは、入札を執行し

ないことがある。 

21 その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 ⑵ 手続における交渉の有無 

   無 

 ⑶ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑷ 契約後の技術提案 

   工事請負契約締結後、請負人は、設計図書に定める工事の目的物の機能、性 

  能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等 

  に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。 

 ⑸ 埼玉県企業局建設工事請負等の特定調達契約に係る一般競争入札参加者心得

（令和７年４月１日施行）を熟知の上、埼玉県公共工事等電子入札運用基準

に基づき入札に参加すること。 

 ⑹ 提出された確認申請書、確認資料その他必要な資料は、返却しない。 

 ⑺ 落札者は、確認資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置す

ること。 

 ⑻ 詳細については、入札説明書に記載するところによる。 

22 問合せ先 

 ⑴ この公告に関する問合せ先 

  〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県総務部入札

課大規模工事担当 電話048-830-2743（直通） 電子メールa2720-04@pref.sai

mailto:電子メールa2720-04@pref.saitama.lg.jp


tama.lg.jp 

 ⑵ 総合評価方式に係る入札説明書に関する問合せ先 

  〒338-0815 埼玉県さいたま市桜区大字五関387番地２ 

埼玉県水道整備事務所機電設備担当 電話048-858-7890（直通） 電子メールp

5347553@pref.saitama.lg.jp 

23 Summary 

 ⑴ Nature of Services Required: 

Installation of Biological Activated Carbon Adsorption Water 

Treatment System at the Okubo Water Filtration Plant (2025 Waterworks 

Construction Office, No. 801) 

 ⑵ Submission Period for Application and Supporting Documents: 

From 9:00 a.m. Monday, June 30 until 5:00 p.m. Thursday, July 17, 

2025 

 ⑶ Submission Period for Additional Required Documents: 

From 9:00 a.m. Monday, June 30 until 5:00 p.m. Tuesday, July 22, 2025 

 ⑷ Submission Period for Bids by Electronic Bidding System or Registered 

Mail: 

From 9:00 a.m. Tuesday, August 19 until 3:00 p.m. Thursday, August 

21, 2025 

 ⑸ Time and Date of Bid Opening: 

10:30 a.m. Friday, August 22, 2025 

 ⑹ Contact Information: 

Large-scale Construction Group 

Bidding Services Division, Department of General Affairs 

Saitama Prefectural Government 

3-15-1 Takasago, Urawa-ku,  

Saitama-shi, Saitama-ken 330-9301 Japan 

Phone:  048-830-2743 

Fax: 048-830-4915 

 

mailto:電子メールa2720-04@pref.saitama.lg.jp
mailto:電子メールp5347553@pref.saitama.lg.jp
mailto:電子メールp5347553@pref.saitama.lg.jp
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令和６年度財政的援助団体等監査結果の報告について 
 

 監査委員は、地方自治法（以下「法」という。）第199条第７項及び埼玉県監査基準（以下「基

準」という。）に基づき次のとおり監査を実施した。 

 監査の結果について、法第199条第９項及び基準第15条第１項に基づき報告する。 

 

１ 監査等の種類 

  財政的援助団体等監査（基準第３条第１項第４号） 

 

２ 監査の対象 

（１）対象事務 

   令和５年度における財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及びその他の事務の執行  

（２）対象団体 

 ア 出資団体     １１団体 

 イ 指定管理者    １６団体２０施設 

 ウ 補助金等交付団体 ４３団体 

（３）実施期間 

   令和６年９月４日～令和７年３月１４日 

 

３ 監査の着眼点 

（１）出資団体については、事業が出資等の目的に沿って適切に運営されているか、契約事務や会計 

経理、財産管理等が適切に行われているかを主眼とし、費用対効果をはじめとする経営的な観点 

にも留意する。 

（２）指定管理者については、公の施設の管理が、管理に当たっての協定や条件として定められた基

準などに従って適切に行われているか、契約事務や会計経理、財産管理等が適切に行われている

かなどを主眼とする。 

（３）補助金等交付団体については、県が財政的援助を行っている事業が、補助等の目的に沿って有 

効かつ効率的に執行されているか、補助事業等に係る契約事務や会計経理、財産管理等が適切に 

行われているかなどを主眼とする。 

 

４ 監査の実施内容 

  基準第８条に基づく実施計画を策定するとともに、同第９条ないし第13条の規定を踏まえて監査 

を実施した。 

 

５ 監査の結果 

（１） 出資団体 

 

 

監査対象団体 株式会社秩父開発機構 

所管部局 企画財政部 

監査実施日 
職員調査 令和６年１２月１７日 

委員監査 令和７年 １月２２日（書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

・県の出資                  １２３，０００，０００円   

・団体の基本財産等               ４８０，０００，０００円   

・県の出資割合                        ２５．６％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

 

 

 

 

監査対象団体 埼玉新都市交通株式会社 

所管部局 企画財政部 

監査実施日 
職員調査 令和６年１０月１０日 

委員監査 令和７年 １月 ７日（書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

・県の出資                  ７００，０００，０００円   

・団体の基本財産等            ２，０００，０００，０００円   

・県の出資割合                        ３５．０％ 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人いきいき埼玉 

所管部局 県民生活部 

監査実施日 
職員調査 令和６年１１月 ７日 

委員監査 令和７年 １月 ８日（書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

・県の出資                   ５０，０００，０００円  

 ・団体の基本財産等               ８２，０００，０００円  

 ・県の出資割合                          ６１．０％ 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団 

所管部局 県民生活部 

監査実施日 
職員調査 令和６年１０月 １日 

委員監査 令和６年１２月２５日（書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                  １００，０００，０００円   

 ・団体の基本財産等               １００，０００，０００円   

 ・県の出資割合                          １００．０％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県消防協会 

所管部局 危機管理防災部 

監査実施日 
職員調査 令和６年１１月１４日 

委員監査 令和７年 １月１０日（書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                  １００，０００，０００円   

 ・団体の基本財産等               ３１８，５３１，８２２円   

 ・県の出資割合                        ３１．４％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

 

 

 

 

 

監査対象団体 社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団 

所管部局 福祉部 

監査実施日 
職員調査 令和６年１１月２１日 

委員監査 令和６年１２月２５日（書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                   １０，０００，０００円   

 ・団体の基本財産等               １０，０００，０００円   

 ・県の出資割合                        １００．０％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 地方独立行政法人埼玉県立病院機構（本部、埼玉県立がんセンター） 

所管部局 保健医療部 

監査実施日 
職員調査 令和６年１０月 ３日 

委員監査 令和６年１１月１１日 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                 １７，７８９，６３０，２８８円   

 ・団体の基本財産等           １７，７８９，６３０，２８８円   

 ・県の出資割合                         １００．０％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県産業文化センター 

所管部局 産業労働部 

監査実施日 
職員調査 令和６年 ９月２５日 

委員監査 令和６年１０月３０日 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                   ５０，０００，０００円   

 ・団体の基本財産等              １５０，０００，０００円   

 ・県の出資割合                         ３３．３％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 埼玉県土地開発公社 

所管部局 県土整備部 

監査実施日 
職員調査 令和６年１０月３１日 

委員監査 令和６年１２月２５日(書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                  １００，０００，０００円   

 ・団体の基本財産等              １００，０００，０００円   

 ・県の出資割合                         １００．０％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

 

 

（２）指定管理者 

 

 

 

 

 

 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県公園緑地協会 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和６年１２月１９日 

委員監査 令和７年 １月１５日（書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                   ４８，９００，０００円   

 ・団体の基本財産等               ９７，８００，０００円   

 ・県の出資割合                       ５０．０％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 株式会社さいたまリバーフロンティア 

所管部局 企業局 

監査実施日 
職員調査 令和６年１１月 ５日 

委員監査 令和６年１２月２３日（書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                   ５８，０００，０００円   

 ・団体の基本財産等              １３０，０００，０００円   

 ・県の出資割合                         ４４．６％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団 

所管部局 県民生活部 

監査実施日 
職員調査 令和６年１０月 １日 

委員監査 令和７年 １月２９日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 彩の国さいたま芸術劇場            ８４８，３９７，０００円  

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県スポーツ協会・株式会社サイオー共同事業体 

所管部局 県民生活部 

監査実施日 
職員調査 令和６年１０月２１日 

委員監査 令和６年１２月１０日 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 武道館                    １１５，８５７，０４９円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査対象団体 社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団 

所管部局 福祉部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 １月１４日 

委員監査 令和７年 １月２９日（書面）  

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 皆光園障害者歯科診療所             ７７，５２５，０００円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団 

所管部局 福祉部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 １月２３日 

委員監査 令和７年 ２月 ３日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 障害者交流センター              ３８３，６６２，０００円  

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会 

所管部局 福祉部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 １月２１日 

委員監査 令和７年 １月２４日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料        

 社会福祉総合センター             １２４，０２７，９９２円  

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団 

所管部局 福祉部 

監査実施日 
職員調査 令和６年１１月２１日 

委員監査 令和６年１２月２５日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

 嵐山郷                    ５３４，７１３，０００円  

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査対象団体 埼玉県公園緑地協会・シンコースポーツグループ 

所管部局 保健医療部 

監査実施日 
職員調査 令和６年１０月２３日 

委員監査 令和６年１２月 ９日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

 県民健康福祉村                １７５，７６６，１７５円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 株式会社馬渕商事 

所管部局 福祉部 

監査実施日 
職員調査 令和６年１０月１８日 

委員監査 令和６年１２月２５日(書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 伊豆潮風館                  １５０，０５１，０００円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団 

所管部局 福祉部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 １月 ９日 

委員監査 令和７年 １月２４日（書面）  

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

あさか向陽園障害者歯科診療所          ５２，０６０，０００円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県産業文化センター 

所管部局 産業労働部 

監査実施日 
職員調査 令和６年 ９月２５日 

委員監査 令和６年１０月３０日 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

産業文化センター                １４，１３４，０３７円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査対象団体 公益社団法人埼玉県農林公社 

所管部局 農林部 

監査実施日 
職員調査 令和６年１１月２６日 

委員監査 令和６年１２月２５日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

  農林公園                   １１０，６６２，７３７円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 埼玉スタジアム２００２公園マネジメントネットワーク 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和６年１０月２９日 

委員監査 令和６年１２月１２日 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

埼玉スタジアム２００２公園          ３０４，９９９，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県公園緑地協会 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和６年１１月１２日 

委員監査 令和７年 １月 ７日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

  羽生水郷公園                 ２２１，０９８，９３１円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県公園緑地協会 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 １月１６日 

委員監査 令和７年 １月２４日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

  久喜菖蒲公園                  ５９，１３６，１５０円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査対象団体 所沢航空記念公園マネジメントネットワーク 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和６年１０月 ８日 

委員監査 令和６年１２月 ５日 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

  所沢航空記念公園               ３７０，３４８，０００円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 株式会社秩父開発機構 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和６年１２月１２日 

委員監査 令和６年１２月２５日(書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

秩父ミューズパーク               １８６，００５，８０３円  

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 株式会社乃村工藝社 

所管部局 教育局 

監査実施日 
職員調査 令和６年１２月 ２日 

委員監査 令和７年 １月１７日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

  川の博物館                  ２５５，７１８，１０１円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 神川フィールドパートナーズ 

所管部局 教育局 

監査実施日 
職員調査 令和６年１２月 ５日 

委員監査 令和７年 １月１０日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

神川げんきプラザ                ８４，４５９，４５７円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

 

 

 

（３）補助金等交付団体 

監査対象団体 学校法人昌平学園 

所管部局 総務部、保健医療部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ２月１８日 

委員監査 令和７年 ２月２７日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（ろりぽっぷ幼稚園・昌平中学校・昌平高等学校） 

１ 私立学校（高等学校）運営費補助金      ５０９，９４７，２００円 

２ 私立学校（中学校）運営費補助金       １０３，８８２，３００円 

３ 私立高等学校父母負担軽減事業補助金      ８８，３５３，３３０円 

４ 私立中学校父母負担軽減事業補助金          １，００８，０００円 

５ 被災児童生徒授業料等減免事業補助金（高等学校）   １３７，２００円 

６ 結核予防費補助金（高等学校）            １６９，０００円 

７ 私立幼稚園運営費補助金            ３３，６７０，４４０円 

８ 私立幼稚園保育料軽減事業補助金（家計急変）      １１，５００円 

９ 私立幼稚園等特別支援教育費補助金        ５，４８８，０００円 

10 こどもの安心・安全対策支援事業補助金（幼稚園）   ５２５，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査対象団体 日本環境マネジメント株式会社 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和６年１２月 ９日 

委員監査 令和７年 １月１７日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

  春日部夢の森公園                ７０，６５９，０００円  

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 オーエンス・アイルグループ 

所管部局 教育局 

監査実施日 
職員調査 令和６年１１月１９日 

委員監査 令和６年１２月２５日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

  小川げんきプラザ                ８８，３４７，７４８円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

  

監査対象団体 学校法人川越双葉幼稚園 

所管部局 総務部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ２月２１日 

委員監査 令和７年 ２月２７日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（川越双葉幼稚園、南双葉幼稚園） 

１ 私立幼稚園運営費補助金            ９５，９７０，６６０円 

２ 私立幼稚園ⅠＣＴ化支援補助金          １，０２８，０００円 

３ こどもの安心・安全対策支援事業補助金（幼稚園）   ８７５，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

 

監査対象団体 学校法人武藤学園 

所管部局 総務部、環境部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ２月２１日 

委員監査 令和７年 ２月２７日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（大袋幼稚園） 

１ 私立幼稚園運営費補助金            ７８，３２９，７２０円 

２ 私立幼稚園特別支援教育費補助金         ６，２７２，０００円 

３ 私立幼稚園ⅠＣＴ化支援補助金            ４９７，０００円 

４ 私立幼稚園等緊急環境整備費補助金（遊具等整備）     ４９，０００円 

５ 私立幼稚園等緊急環境整備費補助金（コロナ対策）    １００，０００円 

６ 埼玉県民間事業者 CO2排出削減設備導入補助金    ４，８００，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

 

監査対象団体 学校法人ひつじ幼稚園 

所管部局 総務部、環境部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ２月２１日 

委員監査 令和７年 ２月２７日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（ひつじ幼稚園、第二ひつじ幼稚園） 

１ 私立幼稚園運営費補助金             ７２，４０５，１４０円 

２ 私立幼稚園特別支援教育費補助金          ２，３５２，０００円 

３ 私立幼稚園等緊急環境整備費補助金（遊具等整備）    ４７３，０００円 

４ 埼玉県民間事業者 CO2排出削減設備導入補助金      ３１０，０００円                    

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

監査対象団体 学校法人白百合学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ２月２１日 

委員監査 令和７年 ２月２７日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（幸手白百合幼稚園、栗橋白百合幼稚園） 

１ 私立幼稚園運営費補助金            ６８，８５３，９５０円 

２ 私立幼稚園等緊急環境整備費補助金（コロナ対策）   １０２，０００円 

３ 私立幼稚園ⅠＣＴ化支援補助金             ５５４，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

 

監査対象団体 学校法人鈴木学園 

所管部局 総務部、環境部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ２月２８日 

委員監査 令和７年 ３月 ７日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（浅間台幼稚園） 

１ 私立幼稚園運営費補助金             ６８，５４２，０８０円 

２ 私立幼稚園特別支援教育費補助金            ８，６２４，０００円 

３ 私立幼稚園等緊急環境整備費補助金（遊具等整備）     ４１，０００円 

４ 私立幼稚園ⅠＣＴ化支援補助金             ３０７，０００円 

５ こどもの安心・安全対策支援事業補助金（幼稚園）    ５２５，０００円 

６ 埼玉県民間事業者CO2排出削減設備導入補助金    １，６１０，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

 

監査対象団体 学校法人富山学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ２月２８日 

委員監査 令和７年 ３月 ３日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（武里白百合幼稚園、第二白百合幼稚園） 

１ 私立幼稚園運営費補助金            ６７，２３５，１４０円 

２ 私立幼稚園等特別支援教育費補助金         ２，７４４，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

監査対象団体 学校法人ひかわの森学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ２月２８日 

委員監査 令和７年 ３月 ７日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（草加氷川幼稚園） 

１ 私立幼稚園運営費補助金            ６６，２６４，２６０円 

２ こどもの安心・安全対策支援事業補助金（幼稚園）    ７００，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

 

監査対象団体 学校法人高橋学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ２月２８日 

委員監査 令和７年 ３月１３日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（清門幼稚園） 

１ 私立幼稚園運営費補助金             ６２，６３１，４６０円 

２ 私立幼稚園等特別支援教育費補助金          ３９２，０００円 

３ 私立幼稚園等緊急環境整備費補助金（遊具等整備）   ２３８，０００円 

４ こどもの安心・安全対策支援事業補助金（幼稚園）    ４０４，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

 

監査対象団体 学校法人江戸川学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ２月２８日 

委員監査 令和７年 ３月１０日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（庄和こばと幼稚園） 

１ 私立幼稚園運営費補助金            ５９，８６６，４６０円 

２ 私立幼稚園等特別支援教育費補助金        ３，９２０，０００円 

３ こどもの安心・安全対策支援事業補助金（幼稚園）    ４８６，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

 

監査対象団体 学校法人吉川学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ２月１９日 

委員監査 令和７年 ２月２７日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（まきば幼稚園） 

１ 私立幼稚園運営費補助金            ５９，４５８，６１０円 

２ こどもの安心・安全対策支援事業補助金（幼稚園）    ３４９，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 



 

 

 

監査対象団体 学校法人細川学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ２月２７日 

委員監査 令和７年 ３月 ３日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（いるま幼稚園） 

１ 私立幼稚園運営費補助金            ５８，１６４，２５０円 

２ 私立幼稚園等特別支援教育費補助金           ３９２，０００円 

３ 私立幼稚園等緊急環境整備費補助金          １１２，０００円 

４ こどもの安心・安全対策支援事業補助金（幼稚園）    ７００，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

監査対象団体 学校法人野本学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ２月１２日 

委員監査 令和７年 ２月１４日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（大門幼稚園） 

１ 私立幼稚園運営費補助金            ５６，９２８，３６０円 

２ 私立幼稚園等特別支援教育費補助金          １，５６８，０００円 

３ こどもの安心・安全対策支援事業補助金（幼稚園）    ７００，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

監査対象団体 学校法人明の沢学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ２月１８日 

委員監査 令和７年 ２月２１日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（白梅幼稚園） 

１ 私立幼稚園運営費補助金            ５５，６７０，４８０円 

２ 私立幼稚園等特別支援教育費補助金         ６，６６４，０００円 

３ 私立幼稚園ⅠＣＴ化支援補助金            ５１９，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

 

監査対象団体 学校法人白岡学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ２月２６日 

委員監査 令和７年 ２月２７日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（興善寺幼稚園、興善寺保育園） 

１ 私立幼稚園運営費補助金            ５４，５８６，３４０円 

２ 私立幼稚園等緊急環境整備費補助事業（遊具等整備）  ２５５，０００円 

３ 私立幼稚園ⅠＣＴ化支援補助金            ６３１，０００円 

４ こどもの安心・安全対策支援事業補助金（幼稚園）    ５２５，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

監査対象団体 学校法人浦和榎本学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ２月１９日 

委員監査 令和７年 ３月 ３日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（浦和こばと幼稚園） 

１ 私立幼稚園運営費補助金            ５３，７１１，４４０円 

２ 私立幼稚園等特別支援教育費補助金        １，５６８，０００円 

３ こどもの安心・安全対策支援事業補助金（幼稚園）    ７７５，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

 

監査対象団体 学校法人藤田学園 

所管部局 総務部、環境部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ２月１４日 

委員監査 令和７年 ３月 ５日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（杉戸白百合幼稚園） 

１ 私立幼稚園運営費補助金             ５２，８７２，９３０円 

２ 私立幼稚園等特別支援教育費補助金         ３，１３６，０００円 

３ 私立幼稚園ⅠＣＴ化支援補助金             ９５，０００円 

４ こどもの安心・安全対策支援事業補助金（幼稚園）    ８８２，０００円 

５ 埼玉県民間事業者CO2排出削減設備導入補助金    ５，０００，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

 

監査対象団体 学校法人北朝霞学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ２月２８日 

委員監査 令和７年 ３月 ３日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（朝霞なかよし幼稚園） 

１ 私立幼稚園運営費補助金            ５２，６５７，６００円 

２ 私立幼稚園等特別支援教育費補助金        ３，１３６，０００円 

３ 私立幼稚園ⅠＣＴ化支援補助金            ５６８，０００円 

４ こどもの安心・安全対策支援事業補助金（幼稚園）    ５２５，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

監査対象団体 学校法人東光学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 １月３１日 

委員監査 令和７年 ２月 ６日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（安行東光幼稚園） 

１ 私立幼稚園運営費補助金            ５１，８４９，４７０円 

２ こどもの安心・安全対策支援事業費補助金       ７１０，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

 

監査対象団体 学校法人宮原学園 

所管部局 総務部、産業労働部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ２月２１日 

委員監査 令和７年 ３月 ７日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（宮原幼稚園、Hug-Hug保育園） 

１ 私立幼稚園運営費補助金            ５０，２５４，０８０円 

２ こどもの安心・安全対策支援事業費補助金        ５２５，０００円 

３ 企業内保育所施設整備費補助金          ４，９１６，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

監査対象団体 学校法人西袋学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ２月２１日 

委員監査 令和７年 ３月１０日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（戸田ひまわり幼稚園） 

１ 私立幼稚園運営費補助金            ５０，００９，１６０円 

２ こどもの安心・安全対策支援事業費補助金       ５２４，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

監査対象団体 社会福祉法人柏樹会 

所管部局 福祉部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ２月２１日 

委員監査 令和７年 ３月 ３日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（シャローム） 

１ 軽費老人ホームのサービスの提供に要する費用補助金 

 ３３，６７９，３００円 

２ 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス 

提供体制確保事業補助金                ３７５，０００円 

３ 高齢者施設等光熱費等高騰対策支援事業補助金   １，８５８，８００円 

４ 第２回高齢者施設等光熱費等高騰対策支援事業補助金           

                          １，８４８，５００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

監査対象団体 社会福祉法人太井会 

所管部局 福祉部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ２月２１日 

委員監査 令和７年 ３月１３日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（ケアハウス神根苑） 

１ 軽費老人ホームのサービスの提供に要する費用補助金            

３１，６８８，４３６円 

２ 高齢者施設等光熱費等高騰対策支援事業補助金   １，４００，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

監査対象団体 社会福祉法人熊谷福祉の里 

所管部局 福祉部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ２月２１日 

委員監査 令和７年 ３月１２日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（クイーンズビラ、クイーンズビラ桶川） 

１ 軽費老人ホームのサービスの提供に要する費用補助金            

                                            ３３，０８３，５００円 

２ 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス 

提供体制確保事業補助金               ４，５４８，０００円 

３ 高齢者施設等光熱費等高騰対策支援事業補助金   ６，３８６，１００円 

４ 外国人介護職員が長く働ける、魅力ある埼玉介護の促進補助金       

                            ４０６，０００円 

５ 介護職員資格取得支援事業（実務者研修受講料）補助金  ８６，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

 

監査対象団体 社会福祉法人桑の実会 

所管部局 総務部、保健医療部、福祉部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ２月１３日 

委員監査 令和７年 ３月１７日（書面） 

財政的援助等

の内容 

（ケアステーション所沢他１６施設） 

１ 軽費老人ホームのサービスの提供に要する費用補助金            

                         ３４，２０４，５０３円 

２ 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提

供体制確保事業補助金               １７，３７１，０００円 

３ 高齢者施設等光熱費等高騰対策支援事業補助金  １３，１６４，１００円 

４ 私立幼稚園等緊急環境整備費補助金（遊具等整備）   ７４８，０００円 

５ 社会福祉施設キャリアアップ事業補助金         ４３，４００円 

６ 障害福祉サービス事業所等光熱費等高騰対策支援事業補助金        

                             ７３，９５０円 

７ 医療提供施設等光熱費等高騰対策支援金         ８５，０００円 

８ 障害児送迎の安心・安全対策支援事業補助金      ３０９，０００円 

９ 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金  ６１，５７１，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

  

監査対象団体 社会福祉法人大吉会 

所管部局 福祉部 

監査実施日 職員調査 令和７年 ３月 ４日 

委員監査 令和７年 ３月１０日（書面） 

財政的援助等の

内容 

（キャンベルホーム、白樺ホーム、クローバーホーム） 

１ 介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金    １９０，４００，０００円 

２ 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス 

提供体制確保事業補助金             ２０，１５４，０００円 

３ 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金 １１，７６０，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

 

監査対象団体 社会福祉法人さきたま会 

所管部局 福祉部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ２月１９日 

委員監査 令和７年 ３月１０日（書面） 

財政的援助等の

内容 

（みずほの里他１４施設） 

１ 地域密着型サービス等整備助成事業費補助金   ７３，４００，０００円 

２ 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金   ８，６６２，０００円 

３ 高齢者施設等光熱費等高騰対策支援事業補助金    ９，２２７，７００円 

４ 軽費老人ホームのサービスの提供に要する費用補助金           

                          ６，４８３，２４０円 

５ 独立行政法人福祉医療機構借入金利子補助金       ６００，２５８円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

 

監査対象団体 社会福祉法人貴親会 

所管部局 福祉部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ２月２０日 

委員監査 令和７年 ３月 ５日（書面） 

財政的援助等の

内容 

（憩いの里他１１施設） 

１ 地域密着型サービス等整備助成事業費補助金   ５１，４４４，０００円 

２ 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス 

提供体制確保事業補助金              ７，１２４，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

監査対象団体 社会福祉法人元気村 

所管部局 福祉部、保健医療部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ２月１７日 

委員監査 令和７年 ３月 ５日（書面） 

財政的援助等の

内容 

（翔裕園他１１施設） 

１ 地域密着サービス等整備助成事業等補助金     ８７，３７０，０００円 

２ 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス 

提供体制確保事業補助金             １８，０９４，０００円 

３ 高齢者施設等光熱費等高騰対策支援事業補助金  ２３，０９８，０００円 

４ 障害福祉サービス事業所等光熱費等高騰対策支援事業補助金        

                             ６５，５００円 

５ 軽費老人ホームのサービスの提供に要する費用補助金           

                          ２，２６２，７６０円 

６ 介護職員資格取得支援事業（実務者研修受講料）補助金  ８３７，０００円 

７ 医療提供施設光熱費等高騰対策支援金           ５０，０００円 

８ 外国人介護職員が長く働ける、魅力ある埼玉介護の促進補助金       

                            ５９５，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

 

監査対象団体 社会福祉法人常磐福祉会 

所管部局 福祉部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ２月１０日 

委員監査 令和７年 ２月２１日（書面） 

財政的援助等の

内容 

（常磐苑、吉見学園、ひかり園、グループホームときわ）  

１ 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金   ３７，１５８，０００円 

２ 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス 

提供体制確保事業補助金              ３，７１８，０００円 

３ 高齢者施設等光熱費等高騰対策支援事業補助金    １，３４８，９００円 

４ 第２回高齢者施設等光熱費等高騰対策支援事業補助金           

                          １，３５９，４００円 

５ 障害福祉サービス事業所等に対する新型コロナウイルス感染症対応かかり増 

し経費補助金                      ８１４，０００円 

６ 障害福祉サービス事業所等光熱費等高騰対策支援事業補助金        

                          ２，２９２，９００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

監査対象団体 社会福祉法人埼玉聴覚障害者福祉会 

所管部局 福祉部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ３月 ７日 

委員監査 令和７年 ３月２５日（書面） 

財政的援助等の

内容 

（埼玉聴覚障害者情報センター他４施設） 

１ 聴覚障害者情報提供施設運営費補助金      ３０，６３５，０００円 

２ 聴覚障害者災害時等情報提供ネットワーク構築支援事業補助金       

                            ９８４，０００円 

３ 障害福祉サービス事業所等に対する感染症対策かかり増し経費補助金    

                          １，１２３，０００円 

４ 障害福祉サービス事業所等光熱費等高騰対策支援補助金          

                          １，２６５，２５０円 

５ 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス 

提供体制確保事業補助金              ２，７８２，０００円 

６ 高齢者施設等光熱費等高騰対策支援事業補助金    ２，０８５，０００円 

７ 障害児送迎の安心・安全対策支援事業補助金       ３００，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

 

監査対象団体 社会福祉法人育成会 

所管部局 福祉部、保健医療部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ２月２５日 

委員監査 令和７年 ２月２７日（書面） 

財政的援助等の

内容 

（白菊苑） 

１ 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金   ５０，３４０，０００円 

２ 医療提供施設光熱費等高騰対策支援金           ４５，０００円 

３ 第２回医療提供施設光熱費等高騰対策支援金        ３０，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

 

監査対象団体 株式会社ウェルオフ 

所管部局 福祉部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ３月１１日 

委員監査 令和７年 ３月３１日（書面） 

財政的援助等の

内容 

（エクラシア春日部他１６事業所） 

１ 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス 

提供体制確保事業補助金             ９０，９４８，０００円 

２ 高齢者施設等光熱費等高騰対策支援事業補助金    ５，８５７，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

 

 

 

 



 

 

 

監査対象団体 株式会社ウェルオフ東部 

所管部局 福祉部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ３月１１日 

委員監査 令和７年 ３月３１日（書面） 

財政的援助等の

内容 

（エクラシア三郷南他３事業所） 

１ 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス 

提供体制確保事業補助金             ５２，４７０，０００円 

２ 高齢者施設等光熱費等高騰対策支援事業補助金    ２，９６３，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

 

監査対象団体 有限会社新倉製作所 

所管部局 産業労働部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ３月１４日 

委員監査 令和７年 ３月１８日（書面） 

財政的援助等の

内容 
１ 原材料価格高騰対策支援事業補助金        ７，５００，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

 

監査対象団体 金竹株式会社 

所管部局 産業労働部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ３月 ５日 

委員監査 令和７年 ３月１０日（書面） 

財政的援助等の

内容 
１ 原材料価格高騰対策支援事業補助金        ７，５００，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

 

監査対象団体 有限会社三基錬工 

所管部局 産業労働部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ２月 ７日 

委員監査 令和７年 ２月１２日（書面） 

財政的援助等の

内容 
１ 原材料価格高騰対策支援事業補助金        ７，５００，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

監査対象団体 株式会社リコー化成 

所管部局 産業労働部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 １月３１日 

委員監査 令和７年 ２月２１日（書面） 

財政的援助等の

内容 
１ 原材料価格高騰対策支援事業補助金        ７，５００，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

 

監査対象団体 川越総合卸売市場株式会社 

所管部局 農林部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ２月１４日 

委員監査 令和７年 ２月２７日（書面） 

財政的援助等の

内容 

１ 卸売市場物価高騰緊急対策事業費補助金       ８，５９４，０００円 

２ 第２回卸売市場物価高騰緊急対策事業費補助金  １１，７００，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

 

監査対象団体 株式会社埼玉県魚市場 

所管部局 農林部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 １月２８日 

委員監査 令和７年 ２月１０日（書面） 

財政的援助等の

内容 

１ 卸売市場物価高騰緊急対策事業費補助金       ４，８７３，０００円 

２ 第２回卸売市場物価高騰緊急対策事業費補助金  １１，３３１，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

 

監査対象団体 株式会社埼玉西部食品流通センター 

所管部局 農林部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ２月 ４日 

委員監査 令和７年 ２月２１日（書面） 

財政的援助等の

内容 

１ 卸売市場物価高騰緊急対策事業費補助金       ２，８３８，０００円 

２ 第２回卸売市場物価高騰緊急対策事業費補助金   ８，４１９，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

監査対象団体 株式会社埼玉園芸市場 

所管部局 農林部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 ２月２７日 

委員監査 令和７年 ３月１７日（書面） 

財政的援助等の

内容 

１ 卸売市場物価高騰緊急対策事業費補助金       ９，６９８，０００円 

２ 第２回卸売市場物価高騰緊急対策事業費補助金   １，２５５，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

 

監査対象団体 一般社団法人埼玉県木材協会 

所管部局 農林部 

監査実施日 
職員調査 令和７年 １月１５日 

委員監査 令和７年 １月３０日 

財政的援助等の

内容 
１ 県産木材活用住宅等支援事業費補助金       ５２，３６０，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 
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令和６年度第４回定期監査結果の報告について 

 

 監査委員は、地方自治法（以下「法」という。）第 199 条第１項、第２項及び第４項

並びに埼玉県監査基準（以下「基準」という。）に基づき次のとおり監査を実施した。 

 監査の結果について、法第 199 条第９項及び基準第 15 条第１項に基づき報告する。 

 

１ 監査等の種類 

  定期監査（基準第３条第１項第１号） 

 

２ 監査の対象 

（１）対象事務 

   令和５年度、令和６年度における財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管

理及びその他の事務の執行 

（２）対象機関 

   地域機関 143 機関（別紙「監査対象機関」のとおり） 

（３）実施期間 

   令和７年１月９日～令和７年１月 30 日 

 

３ 監査の着眼点 

・ 財務に関する事務の執行の監査は、当該事務の執行が適正で経済的、効率的で効

果的かどうかを主眼とする。 

・ 経営に係る事業の管理の監査は、当該事務に係る財務に関する事務の執行のほか、

会計経理の処理が合理的かつ能率的に行われているかどうかを主眼とする。 

・ 監査対象機関の事務の執行等についての監査は、法令等に従って適正処理されて

いるかという観点に加えて、費用対効果に配慮したものとなっているか、所期の成

果を上げているかなど、経済性、効率性、有効性の観点を主眼とする。 

 

４ 監査の実施内容 

 基準第８条に基づく実施計画を策定するとともに、同第９条ないし第 13 条の規定

を踏まえて監査を実施した。 

 

５ 監査結果 

 今回報告分の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及びその他の事務の

執行は、監査を実施した範囲において、おおむね適正であることを確認した。 

 なお、個別の事務事業に関して是正又は改善が必要と認められる事項は次のとおり

である。 

 

（１） 指摘事項 １件（１機関） 

番号 部局 機関 概      要 

1 

教育委員会 大宮北特別支

援学校 

 令和６年３月に実施した中庭遊具定期点検の結果、

「異常があり、修繕又は対策が必要」で「使用不可」

と判定された遊具について、修繕などの抜本的な対策

を行わず継続して使用していたことは、著しく不適切



であった。 

 

＜参考：指摘事項＞ 

  事務事業の執行等が次の各号のいずれかに該当すると認められるもの 

  ア 事務事業の執行等に重大な誤りがあったため、当該事業の是正又は改善が必要

と認められるもの 

  イ 事務事業の執行等において、その効果が極めて不十分なため抜本的な改善が必

要と認められるもの 

 

（２） 注意事項 １件（１機関） 

番号 部局 機関 概      要 

1 

教育委員会 浦和西高等学

校 

 令和５年度に締結した「浦和西高校グラウンド散水

栓設備改修工事」について、契約変更に係る執行伺を

していなかったことは不適切であった。 

 

 

＜参考：注意事項＞ 

  事務事業の執行等が次の各号のいずれかに該当すると認められるもの 

  ア 事務事業の執行等に誤りがあったため、当該事務の是正又は改善が必要と認め

られるもの 

  イ 事務事業の執行等において、その効果が不十分なため一層の改善、工夫が必要

と認められるもの 

 

  



別紙 

所管部局 監 査 対 象 機 関 

企画財政部 県央地域振興センター 

総務部 上尾県税事務所、朝霞県税事務所、所沢県税事務所、越谷県税事務所 

環境部 中央環境管理事務所、東松山環境管理事務所、越谷環境管理事務所 

福祉部 精神保健福祉センター、中央児童相談所、川越児童相談所、所沢児童

相談所、越谷児童相談所、草加児童相談所 

保健医療部 草加保健所、坂戸保健所、幸手保健所、食肉衛生検査センター、食肉

衛生検査センター北部支所 

産業労働部 計量検定所、産業技術総合センター、川越高等技術専門校、職業能力

開発センター 

農林部 大里農林振興センター、加須農林振興センター、川越家畜保健衛生所、

花と緑の振興センター、寄居林業事務所 

県土整備部 総合技術センター 

都市整備部 川越建築安全センター、越谷建築安全センター 

教育委員会 南部教育事務所、西部教育事務所、久喜図書館、歴史と民俗の博物館、

近代美術館、文書館、伊奈学園中学校、上尾鷹の台高等学校、上尾橘

高等学校、上尾南高等学校、伊奈学園総合高等学校、浦和高等学校、

浦和工業高等学校、浦和第一女子高等学校、浦和西高等学校、浦和東

高等学校、大宮高等学校、大宮工業高等学校、大宮光陵高等学校、大

宮商業高等学校、大宮中央高等学校、大宮東高等学校、大宮南高等学

校、小川高等学校、桶川高等学校、川口高等学校、川口北高等学校、

川口青陵高等学校、川越西高等学校、川越南高等学校、北本高等学校、

久喜高等学校、久喜工業高等学校、久喜北陽高等学校、芸術総合高等

学校、越ケ谷高等学校、越谷北高等学校、越谷総合技術高等学校、越

谷西高等学校、越谷東高等学校、越谷南高等学校、坂戸高等学校、坂

戸西高等学校、狭山清陵高等学校、狭山緑陽高等学校、志木高等学校、

白岡高等学校、草加高等学校、草加西高等学校、草加東高等学校、草

加南高等学校、所沢高等学校、所沢北高等学校、所沢商業高等学校、

所沢中央高等学校、所沢西高等学校、戸田翔陽高等学校、滑川総合高

等学校、新座総合技術高等学校、新座柳瀬高等学校、蓮田松韻高等学

校、松伏高等学校、三郷高等学校、三郷北高等学校、八潮高等学校、

八潮南高等学校、与野高等学校、和光国際高等学校、鷲宮高等学校、

蕨高等学校、上尾特別支援学校、上尾特別支援学校上尾南分校、上尾

かしの木特別支援学校、上尾かしの木特別支援学校大宮商業分校、大

宮北特別支援学校、大宮北特別支援学校さいたま西分校、特別支援学

校大宮ろう学園、川島ひばりが丘特別支援学校、騎西特別支援学校、

騎西特別支援学校北本分校、久喜特別支援学校、久喜特別支援学校白

岡分校、けやき特別支援学校、けやき特別支援学校伊奈分校、越谷特

別支援学校、特別支援学校さいたま桜高等学園、特別支援学校坂戸ろ

う学園、所沢特別支援学校、戸田かけはし高等特別支援学校、蓮田特

別支援学校、特別支援学校塙保己一学園、三郷特別支援学校、三郷特



 
 

別支援学校三郷北分校、毛呂山特別支援学校、和光南特別支援学校 

警察本部 警察学校、浦和警察署、浦和東警察署、大宮警察署、大宮東警察署、

蕨警察署、武南警察署、朝霞警察署、草加警察署、上尾警察署、川越

警察署、所沢警察署、西入間警察署、小川警察署、越谷警察署、久喜

警察署、吉川警察署 



告

示 

埼
玉
県
監
査
委
員
告
示
第
九
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
九
十
九
条
第
十
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
埼
玉
県
知
事
及
び
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
か
ら
監
査
の
結
果
に
よ
り
措
置
を
講
じ
た
旨

の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

間 

嶋 

順 

一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

小
笠
原 

薫 

子 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

鈴 

木 

正 

人 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

齊 

藤 

邦 

明 



１  監査の結果「指摘」とした事項 

対 象 機 関 

監査結果の公表年月

日（県報の号数） 
監 査 の 結 果 講 じ た 措 置 

環境部 秩父環境管

理事務所 

令和7年3月7日 

（第597号） 

令和６年度に締結した「霧藻ヶ峰休憩舎およびトイレ改修工事」に

ついて、工事価格等の入力誤りから設計額を100万円以上過少に積算

していたことは不適切であった。 

 

 再発防止のため、所内全職員に監査結果及び経緯等を周知するとともに、

次の取組により適正な事務処理を図ることとした。 

１ 工事価格等の積算誤りを防ぐため、営繕積算システムを用いて積算す

ることとした。 

２ チェックシート（工事積算編）を新たに作成し、執行伺等の起案時に

添付することにより、適正な工事積算を行っているかを複数名で確認す

る体制を整えた。 

３ 内部統制リスク評価シートに、「工事設計額の過少積算」の項目を追加

することによりリスクを明確にし、財務事務上の確認を徹底した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２  監査の結果「注意」とした事項 

対 象 機 関 

監査結果の公表年月

日（県報の号数） 
監 査 の 結 果 講 じ た 措 置 

環境部 秩父環境管

理事務所 

令和7年3月7日 

（第597号） 

令和５年度に締結した「美の山公園維持管理業務委託」について、

契約内容に個人情報保護の取扱いが含まれるにもかかわらず、契約書

に個人情報取扱特記事項を綴じこまず、誓約書の写しを受注者に提出

させていなかったことは不適切であった。 

 

 再発防止のため、所内全職員に監査結果及び経緯等を周知するとともに、

次の取組により適正な事務処理を図ることとした。 

１ 契約締結時の決裁過程でのチェックシート（契約編）使用を改めて徹

底するとともに、チェックシートに「個人情報取扱」及び「ヒヤリ・ハ

ット集の確認」の項目を追加し、複数名で確認する体制を整えた。加え

て、契約書に基づく相手方からの提出書類に漏れがないかを同チェック

シートにより複数名で確認することとした。 

２ 所内全職員を対象に個人情報に関する研修を実施し、どのような情報

が個人情報に該当するかの理解を深めることにより、適正な事務処理の

執行を徹底した。 

３ 内部統制リスク評価シートに、「個人情報取扱」の項目を追加すること

によりリスクを明確にし、財務事務上の確認の徹底を図った。 

環境部 秩父環境管

理事務所 

令和7年3月7日 

（第597号） 

令和５年度に締結した「美の山公園道路除雪業務委託①」及び「美

の山公園道路除雪業務委託②」について、両契約とも１者のみに見積

書を依頼しているにもかかわらず、事前に設計金額を通知していたこ

とは不適切であった。 

 再発防止のため、所内全職員に監査結果及び経緯等を周知するとともに、

次の取組により適正な事務処理を図ることとした。 

１ 契約締結時の決裁過程でのチェックシート（契約編）使用を改めて徹

底するとともに、チェックシートに「個人情報取扱」及び「ヒヤリ・ハ

ット集の確認」の項目を追加し、複数名で確認する体制を整えた。加え

て、契約書に基づく相手方からの提出書類に漏れがないかを同チェック

シートにより複数名で確認することとした。 

２ 所内全職員を対象に個人情報に関する研修を実施し、どのような情報

が個人情報に該当するかの理解を深めることにより、適正な事務処理の

執行を徹底した。 

３ 内部統制リスク評価シートに、「個人情報取扱」の項目を追加すること



によりリスクを明確にし、財務事務上の確認の徹底を図った。 

環境部 秩父環境管

理事務所 

令和7年3月7日 

（第597号） 

令和５年度に締結した「美の山公園道路除雪業務委託①」及び「美

の山公園道路除雪業務委託②」について、両契約とも１者のみに見積

書を依頼しているにもかかわらず、事前に設計金額を通知していたこ

とは不適切であった。 

 再発防止のため、所内全職員に監査結果及び経緯等を周知するとともに、

次の取組により適正な事務処理を図ることとした。 

１ 契約締結時の決裁過程でのチェックシート（執行伺編）使用を改めて

徹底するとともに、チェックシートに「１者から見積徴取する場合に設

計金額を事前公表していないか」及び「ヒヤリ・ハット集の確認」の項

目を追加し、複数名で確認する体制を整えた。 

２ 所内全職員が改めて財務研修を受講し、財務事務への理解を深めるこ

とにより適正な事務処理の執行を徹底した。 

３ 内部統制リスク評価シートに「事前公表の可否」の項目を追加するこ

とによりリスクを明確にし、財務事務上の確認を徹底した。 

環境部 環境整備セ

ンター 

令和7年3月7日 

（第597号） 

令和５年度に締結した「彩の国資源循環工場第Ⅱ期事業に係る環境

影響評価事後調査書作成等業務委託」について、契約変更に係る執行

伺を作成していなかったことは不適切であった。 

 

 再発防止のため、所内全職員に監査結果及び経緯等を周知するとともに、

次の取組により適正な事務処理を図ることとした。 

１ 執行伺の作成漏れを防ぐため、チェックシート（契約編）に「変更契

約に係る執行伺をしたか」及び「ヒヤリ・ハット集の確認」の項目を追

加し、複数名で確認する体制を整えた。 

２ チェックリスト（自己検査）に、「変更契約に係る執行伺をしたか」の

項目を追加し、複数名で確認する体制を整えた。 

３ 所内全職員が改めて財務研修を受講し、財務事務への理解を深めるこ

とにより適正な事務処理の執行を徹底した。 

４ 内部統制リスク評価シートに、「変更契約に係る執行伺いをしたか」の

項目を追加することによりリスクを明確にし、財務事務上の確認を徹底

した。 



環境部 環境整備セ

ンター 

令和7年3月7日 

（第597号） 

 

令和５年度及び令和６年度に締結した「全窒素・全リン自動測定装

置交換部品代」について、契約金額が50万円以上にもかかわらず、

請書その他これに類する書類を相手方から徴取していなかったことは

不適切であった。 

 再発防止のため、所内全職員に監査結果及び経緯等を周知するとともに、

次の取組により適正な事務処理を図ることとした。 

１ 請書の徴取漏れを防ぐため、チェックシート（歳出編）に「50万円以

上の契約の場合に請書を徴取したか」及び「ヒヤリ・ハット集の確認」

の項目を追加し、複数名で確認する体制を整えた。 

２ 所内全職員が改めて財務研修を受講し、財務事務への理解を深めるこ

とにより適正な事務処理の執行を徹底した。 

３ 内部統制リスク評価シートに「請書の徴取の有無」の項目を追加する

ことによりリスクを明確にし、財務事務上の確認を徹底した。 

環境部 環境整備セ

ンター 

令和7年3月7日 

（第597号） 

 

令和５年度に締結した「緑地管理業務委託」について、国又は地方

公共団体に該当しない公益財団法人や地方独立行政法人との契約実績

により、契約保証金を免除したことは不適切であった。 

再発防止のため、所内全職員に監査結果及び経緯等を周知するとともに、

次の取組により適正な事務処理を図ることとした。 

１ チェックシート（契約編）の契約保証金の欄に「国又は地方公共団体

との履行実績のみ免除可」の項目を追加し、複数名で確認する体制を整

えた。 

２ チェックリスト（自己検査）の契約保証金の欄に「国又は地方公共団

体との履行実績のみ免除可としているか」の項目を追加し、複数名で確

認する体制を整えた。 

３ 所内全職員が改めて財務研修を受講し、財務事務への理解を深めるこ

とにより適正な事務処理の執行を徹底した。 

４ 内部統制リスク評価シートに、「契約保証金の免除」の項目を追加する

ことによりリスクを明確にし、財務事務上の確認を徹底した。 

教育委員会 熊谷図書館 令和7年3月7日 

（第597号） 

 

令和５年度に締結した「埼玉県立図書館システム運用・保守業務」

における一部業務の再委託について、書面による承諾手続が、業務が

開始されてから約９か月間行われていなかったことは不適切であった。 

再発防止のため、所属内全職員に監査結果及び経緯等を周知するととも

に、次の取組により適正な事務処理を図ることとした。 

１ 再委託承諾申請書が提出された際は、複数職員で書類をチェックする

とともに、その後の承諾手続を確認することとした。 

２ チェックシート（契約編）に再委託に関する項目を追加し、契約手続



時に複数名で確認する体制を整えた。 

３ チェックリスト（自己検査）に、委託契約に係る再委託状況を確認す

る項目を追加し、複数名で確認する体制を整えた。 

教育委員会 宮代高等学

校 

令和7年3月7日 

（第597号） 

 

令和６年度に締結した「県立宮代高等学校グラウンド改修工事」に

ついて、一般競争入札（事後審査型）方式で発注していたにもかかわ

らず、入札参加資格の審査に当たり、一部の要件を確認せずに落札者

を決定したことは不適切であった。 

再発防止のため、事務職員全員に監査結果及び経緯等を周知するととも

に、次の取組により適正な事務処理を図ることとした。 

１ 一般競争入札となる工事請負契約について、事務着手前に、工事請負

契約に関する職場内研修を実施し、校長、事務長、担当者で事務処理の

流れを確認・理解・共有することとした。 

２ 開札から落札者決定までの事務処理に当たり、開札手続チェックリス

ト【一般競争入札（ダイレクト）】を使用し、複数名で確認する体制を整

えた。 

教育委員会 皆野高等学

校 

令和7年3月7日 

（第597号） 

 

 

令和６年度に締結した「浄化槽維持管理業務委託」における一部業

務の再委託について、書面による承諾手続を行っていなかったことは

不適切であった。 

再発防止のため、事務職員全員に監査結果及び経緯等を周知するととも

に、次の取組により適正な事務処理を行うこととした。 

１ 再委託承諾申請書が提出された際は、校長、事務長、担当者で書類を

チェックするとともに、その後の承諾手続を確認することとした。 

２ チェックシート（契約編）に「再委託の書面による承諾」の項目を追

加し、契約手続時に複数名で確認する体制を整えた。 

３ 契約締結後、契約書写しに、契約書条文に基づく行うべき事務処理を

記入することにより、検査・支払等の再委託以外の事項も含め、必要と

なる手続に漏れがないかを複数名で確認する体制を整えた。 
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